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第 ５ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

平成24年10月22日(月曜日) 

            午前10時２分開議 

            午前11時13分休憩 

            午前11時20分開議 

            午後０時24分休憩 

            午後１時21分開議 

            午後２時46分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第31号 平成23年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第33号 平成23年度熊本県母子寡婦福

祉資金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

――――――――――――――― 

出席委員(10人) 

        委 員 長 井 手 順 雄 

        副委員長 池 田 和 貴 

        委  員 重 村   栄 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 浦 田 祐三子 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 東   充 美 

        委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員(２人) 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 荒 木 章 博 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 企画振興部 

         部 長 錦 織 功 政 

理事兼         

交通政策・情報局長 小 林   豊 

政策審議監 内 田 安 弘 

地域・文化振興局長 宮 尾   尚 

企画課長 坂 本   浩 

首席審議員兼         

地域振興課長 津 森 洋 介 

文化企画課長 草 野 武 夫 

政策監兼         

文化･世界遺産推進室長 吉 永 明 彦 

川辺川ダム総合対策課長 福 山 武 彦 

交通政策課長 中 川   誠 

情報企画課長 古 谷 秀 晴 

統計調査課長 池 田 正 人 

 健康福祉部 

         部 長 林 田 直 志 

 総括審議員兼         

政策審議監 伊 藤 敏 明 

医 監 岩 谷 典 学 

長寿社会局長 永 井 正 幸 

子ども・障がい福祉局長 米 満 譲 治 

健康局長 牧 野 俊 彦 

首席審議員兼 

健康福祉政策課長 吉 田 勝 也 

    健康危機管理課長 一   喜美男 

     高齢者支援課長 中 島 昭 則 

認知症対策・地域ケア         

推進課長 大 村 裕 司 

    社会福祉課長 田 端 史 郎 

首席審議員兼         

子ども未来課長 中 園 三千代 

首席審議員兼         

子ども家庭福祉課長 山 田 章 平 

首席審議員兼         

障がい者支援課長 西 岡 由 典 

医療政策課長 三 角 浩 一 

国保・高齢者医療課長 林 田 浩 稔 

健康づくり推進課長 佐 藤 克 之 
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薬務衛生課長 今 村   均 

――――――――――――――― 

出納局職員出席者 

  会計管理者兼出納局長 東   泰 治 

        会計課長 福 島   裕 

――――――――――――――― 

監査委員事務局職員出席者 

         局 長 本 田 惠 則 

         監査監 藤 本 耕 二 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 徳 永 一 博 

     議事課課長補佐 井   隆 彦 

     議事課課長補佐 津 川 尚 美 

――――――――――――――― 

  午前10時２分開議 

○井手順雄委員長 それでは、ただいまから

第５回決算特別委員会を開会いたします。 

 本日は、初めに健康福祉部の審査を行い、

その後、午後から企画振興部の審査を行うこ

ととしております。 

 それでは、これより健康福祉部の審査を行

います。 

 まず執行部の説明を求めた後に、一括して

質疑を受けたいと思います。 

 初めに、健康福祉部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

いたします。 

 

○林田健康福祉部長 おはようございます。

健康福祉部長の林田でございます。よろしく

お願いします。委員長、着席してよございま

すか。 

 

○井手順雄委員長 どうぞ。 

 

○林田健康福祉部長 平成23年度決算の御説

明に先立ちまして、前年度の決算特別委員会

において御指摘のありました施策推進上改善

または検討を要する事項等のうち、健康福祉

部関係につきまして、その後の措置状況を御

報告いたします。 

 １点目は、全部局共通事項として「収入未

済の解消については、未収金対策連絡会議に

おける徴収ノウハウの共有化や取組マニュア

ルの改訂などにより、適正な債権管理に向け

た取組みがなされ、成果も上がりつつある

が、歳入の確保、負担の公正・公平の観点か

ら、今後とも、債権管理を徹底するなど徴収

促進に努めること。」でございました。 

 収入未済の解消につきましては、平成22年

度からは、従来から設置している関係課で構

成する収入未済金対策プロジェクト会議に加

え、関係課長と担当班長で構成する健康福祉

部収入未済金対策会議を立ち上げ、収入未済

金発生の未然防止と徴収対策強化に取り組

み、特に、強制徴収公債権については、滞納

処分等の法的措置など、徴収対策の強化を図

ることとしました。 

 強制徴収公債権である児童保護費負担金に

ついては、平成23年度において、全滞納者に

ついて預金調査を実施するとともに、差し押

さえ可能な債務者から順次最終差し押さえ通

告を行い、その上で、納付もしくは分納計画

の提出を行わない悪質な債務者３名につい

て、71万円余の差し押さえを実施したところ

です。 

 なお、強制徴収公債権以外の案件について

も、個々に精査し、徴収が可能と判断した案

件については積極的に徴収強化に取り組むと

ともに、収納が見込めないものについては所

要の措置を講じることとしております。 

 ２点目は、「発達障害については、早期発

見、早期療育が重要なことから、健診の精度

向上や身近な地域での発達支援が受けられる

よう、民間も含めた体制づくりに更に取り組

むこと。また、ライフステージに応じた一貫

した支援に向け、教育・就労等関係機関との

連携強化に取り組むこと。」でございまし

た。 
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 発達障害児者の支援については、保護者の

発達障害に対する理解促進を図るため、市町

村が実施する３～４カ月児健診時に配布する

啓発資料を本年度作成します。また、１歳６

カ月児・３歳児健診において使用する発達障

害を発見するための問診票及び発達障害の特

性に応じた子育てを支援するためのアドバイ

スマニュアルを作成します。 

 また、今後の施策展開の基本となる発達障

害児・者に対する支援のための基本指針を策

定することとしております。現在、外部委員

で構成される委員会を開催し、さまざまな御

意見をいただいているところでありますが、

同時に、この基本指針策定のため、関係者か

らの意見聴取を続けており、これまで、福

祉、保健、医療、教育、労働の各分野、多数

の方々からの聞き取りを行いました。現在、

それらをもとに、現状と課題を整理してお

り、今後素案の作成に入る予定です。 

 この基本指針に基づき、発達障害児・者や

その家族が全てのライフステージを通じて安

心した生活ができるよう、総合的な支援策を

講じてまいります。その第一歩として、発達

障害者の障害特性や支援履歴を記載したサポ

ートファイル導入による支援により、一人一

人に着目した施策を推進していきたいと考え

ております。 

 ３点目は、「特定疾患治療費補助について

は、国において所要額を確保し、地方の超過

負担の早期解消を図るよう、今後も国や関係

団体に対し要望活動を行うなど、県予算の確

保に努めること。」でございました。 

 超過負担の軽減につきましては、全国衛生

部長会議の要望項目に上げ、また、全国知事

会においても国に対して要望を行っていると

ころであり、機会を捉えて各都道府県と連携

し、国に対して継続した働きかけを行ってま

いります。 

 続きまして、健康福祉部の平成23年度決算

の概要について御説明申し上げます。 

 まず、歳入についてでありますが、一般会

計、母子寡婦福祉資金特別会計を合わせまし

て、収入済み額は409億8,000万円余で、調定

額に対する収入率は99.6％となっておりま

す。不納欠損額は832万円余で、内容は、児

童保護費負担金等でございます。また、収入

未済額は１億4,500万円余で、主なものとし

ましては、児童保護費負担金4,638万円余、

母子寡婦福祉資金貸付金の償還金3,976万円

余でございます。 

 次に、歳出でございますが、予算額1,440

億6,600万円余に対しまして、支出済み額は

1,369億8,800万円余となっております。 

 翌年度への繰越額は44億5,600万円余で、

介護基盤緊急整備事業等に関するものでござ

います。 

 また、不用額は26億2,000万円余で、主な

内容につきましては、扶助費や補助金などの

執行残でございます。 

 以上、決算の概要を御説明申し上げました

が、詳細につきましては、各課長が御説明い

たしますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。 

 

○井手順雄委員長 引き続き各課長から説明

をお願いいたします。 

 

○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。着座にて説明させていただきま

す。 

 まず、今年度の定期監査結果の公表事項に

ついては、公表事項はございません。 

 次に、平成23年度の決算の説明をさせてい

ただきます。 

 お手元の説明資料２ページをお願いいたし

ます。 

 まず、歳入についてでございますが、２ペ

ージの一番左の欄に記載しておりますが、冒

頭の使用料及び手数料、さらに、３ページ冒

頭の国庫支出金、４ページ中ほどの財産収
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入、さらに、５ページ中ほどの繰入金、繰越

金につきましては、いずれも不納欠損額、収

入未済額はございません。 

 続きまして、５ページ下段の諸収入でござ

います。不納欠損額はございませんが、収入

未済額が24万円ほど生じております。その内

容につきましては、別冊になりますが、附属

資料17ページをお願いいたします。 

 これは、平成16年度に実施しました人口動

態データ集計システム仕様変更業務委託にお

きまして、委託業者の契約不履行により契約

を解除し、契約違約金を請求したものでござ

います。その後、会社は事実上倒産し、代表

者とも連絡がとれない状況でありますが、今

後も引き続き代表者の所在確認に努めてまい

ります。 

 次に、説明資料に戻っていただきまして、

７ページからの歳出を御説明いたします。 

 主なものを申し上げます。 

 ７ページ下段の民生費の中の社会福祉総務

費でございますが、支出済み額として10億9,

278万円余となっております。主な事業は、

備考欄に記載しておりますが、民生委員の活

動にかかわる経費、地域の縁がわ彩り事業、

地域の結いづくり活き活き事業、８ページに

なりますが、県総合福祉センター管理費、あ

るいは国の経済危機対策に係る事業でありま

す福祉・介護人材緊急確保事業や社会福祉施

設等耐震化等特別対策事業などがございま

す。 

 なお、７ページに記載しておりますが、不

用額6,286万円余につきましては、民生委員

の活動費の執行残や社会福祉施設等のスプリ

ンクラーや耐震化整備を図る社会福祉施設等

耐震化等特別対策事業の入札に伴う執行残な

どでございます。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 ９ページ中ほどの災害救助費につきまして

は、支出済み額として13億8,303万円余とな

っております。主な事業は、備考欄に記載し

ておりますが、東日本大震災に係る被災県へ

の応援救助に係る経費、あるいは被災者生活

再建支援基金への拠出金などがございます。

 なお、不用額1,831万円余につきまして

は、東日本大震災に係る応援救助事業や被災

地への保健医療チーム派遣事業などの執行残

でございます。 

 ９ページ下段の衛生費、この中の公衆衛生

総務費でございますが、支出済み額として7,

663万円余となっております。 

 なお、不用額1,043万円余は、人件費や保

健統計調査に係る事務費の執行残などでござ

います。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 保健環境科学研究所費でございますが、宇

土市にあります保健環境科学研究所の運営費

で、支出済み額は３億2,391万円余となって

おります。 

 なお、不用額1,027万円余につきまして

は、人件費及び庁舎管理の委託に係る入札の

執行残でございます。 

 次の保健所費につきましては、支出済み額

として17億3,453万円余となっております。

主な事業は、県内10カ所の保健所の運営に係

る経費でございます。不用額3,153万円余に

つきましては、人件費及び庁舎管理の委託に

係る入札の執行残などでございます。 

 次に、公債費につきましては、支出済み額

として3,038万円余となっております。これ

は、災害援護資金貸付金の国庫への償還金で

ございます。 

 健康福祉政策課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課でご

ざいます。 

 まず、今年度の定期監査の結果でございま

すが、公表事項はございませんでした。 

 説明資料11ページをお願いいたします。 

 歳入の主なものについて御説明いたしま
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す。 

 ４段目の食品衛生関係手数料でございます

が、収入済み額5,970万円余で、予算に対し4

29万円余の増となっております。これは、菓

子製造業や総菜製造業などの許可申請件数が

見込みを上回ったことによるものでございま

す。 

 最下段の乳肉衛生関係手数料でございます

が、収入済み額7,867万円余で、予算に対し8

3万円余の減となっています。これは、屠畜

検査頭数が見込みを下回ったことによるもの

でございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 １段目の食鳥関係手数料でございますが、

収入済み額が5,957万円余で、予算に対し145

万円余の増となっておりますが、これは、食

鳥検査数が見込みを上回ったことによるもの

でございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 ２段目の予防接種事故負担金でございます

が、収入済み額が2,153万円余で、予算に対

して439万円余の減となっております。これ

は、市町村が実施します定期予防接種におい

て発生しました健康被害に対する予防接種救

済給付金につきまして、市町村からの補助申

請額が見込み額を下回ったことによるもので

ございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 １段目の肝炎対策費補助でございますが、

収入済み額が２億2,499万円で、予算に対し

3,750万円の増となっております。これは、

肝炎治療の医療費助成及び医療機関での無料

肝炎検査等に伴う補助金について、国からの

交付額が実績額を上回ったものであり、今年

度中に国庫へ精算返納する仕組みとなってお

ります。 

 15ページをお願いいたします。 

 ２段目のワクチン接種緊急促進基金繰入金

でございますが、収入済み額が９億6,409万

円余で、予算に対し３億4,863万円余の減と

なっております。これは、子宮頸がん予防ワ

クチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワ

クチンの接種に係る市町村への補助事業に充

てるため、平成22年度に造成しました熊本県

ワクチン接種緊急促進基金から繰り入れるも

ので、ワクチン接種一時見合わせ等によりま

して、接種率が伸びず、市町村からの補助申

請額が見込み額を下回ったことによるもので

す。 

 なお、歳入につきまして、不納欠損額、収

入未済額は、いずれもございません。 

 17ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 まず、下から２段目の公衆衛生総務費でご

ざいますが、7,135万円余の不用額が生じて

おります。これは、肝炎対策事業のうち、肝

炎治療の医療費助成の申請件数が見込みを下

回ったことによるものでございます。 

 下段の結核対策費でございますが、643万

円余の不用額が生じております。これは、結

核治療の医療費助成の申請件数が見込みを下

回ったことによるものでございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 １段目の予防費でございますが、主な事業

としましては、熊本県ワクチン接種緊急促進

事業等で３億6,459万円余の不用額が生じて

おります。これは主に、子宮頸がん等のワク

チン接種に係る市町村からの補助申請額が見

込み額を下回ったことによるものでございま

す。 

 下段の食品衛生指導費でございますが、1,

684万円余の不用額が生じております。これ

は主に、ＢＳＥ検査に伴う検査器具、消耗品

の購入実績減や各事業の執行残などによるも

のでございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 上段の環境整備費の不用額は、主に、動物

愛護管理対策のうち、各地域の動物愛護推進

員の委嘱が予定人数を下回ったことに伴う報

償費及び活動経費の執行残、下段の保健所費
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の不用額は、保健所の結核検診費の執行残等

によるものでございます。 

 健康危機管理課関係は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○中島高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 まず、今年度の定期監査結果の公表事項で

ございますが、公表事項はございません。 

 次に、高齢者支援課及びねんりんピック推

進課分の決算につきまして御説明させていた

だきます。 

 ねんりんピック推進課につきましては、23

年度をもって廃止されておりますので、決算

業務を引き継ぎました高齢者支援課で説明さ

せていただくものでございます。 

 まず、高齢者支援課分の歳入でございます

が、お手元の委員会説明資料の20ページをお

願いいたします。 

 使用料及び手数料、それから次ページ、21

ページの国庫支出金、財産収入でございます

が、いずれも不納欠損額、収入未済額はござ

いません。 

 次に、22ページをお願いいたします。 

 繰入金、繰越金、それから次ページの諸収

入でございますが、いずれも不納欠損額、収

入未済額はございません。 

 なお、繰入金の基金繰入金につきまして

は、予算現額に対する収入済み額との差が、

上段の介護職員処遇改善の基金分で１億5,00

0万円余、下段の介護基盤緊急整備の基金で

１億円弱の差がございますが、いずれも所要

見込み額を実績額が下回ったことによるもの

でございます。 

 続きまして、24ページをお願いいたしま

す。 

 歳出でございますが、主なものについて御

説明いたします。 

 まず、民生費の社会福祉費のうち、老人福

祉費についてでございますが、支出済み額と

しまして45億6,678万円余となっておりま

す。主な事業としましては、次ページの備考

欄に記載しております軽費老人ホーム事務費

補助事業、施設開設準備経費助成特別対策事

業、介護職員処遇改善交付金事業などがござ

います。 

 なお、不用額につきましては、24ページに

記載しておりますが、老人福祉費で２億9,00

0万円の不用額が生じておりますが、これ

は、先ほど申し上げました施設開設準備経費

助成特別対策事業における施設の開設のおく

れなどによりまして、事業実施が所要見込み

額を下回ったことによるもの、それから、

「働きながら資格をとる」介護雇用プログラ

ム事業におきまして、採用後、中途退職した

ことなどにより執行残となったものが主な理

由でございます。 

 また、２億400万円余の繰り越しが生じて

おりますが、こちらにつきましては、後ほど

別冊附属資料で御説明いたします。 

 次に、26ページをお願いいたします。 

 老人福祉施設費についてでございますが、

支出済み額としまして37億7,223万円余とな

っております。主な事業といたしまして、老

人福祉施設整備等事業、介護基盤緊急整備等

事業などがございます。また、21億1,800万

円余の繰り越しが生じておりますが、先ほど

の老人福祉費とあわせまして、この後、別冊

資料で御説明させていただきます。 

 別冊附属資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 こちらは繰越事業でございます。一番左の

列に事業名が記載されております。 

 介護基盤緊急整備等事業につきましては、

１ページから７ページ最上段にかけまして、

合計34件、16億700万円余の繰り越しを行っ

ております。これらは、施設整備に係る実施

設計や建築確認等の諸手続に不測の日数を要

したことなどによるものでございます。 
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 ４ページの上から２段目、益城町に対する

補助分が、進捗状況におきまして０％となっ

ております。この進捗状況は、９月１日現在

の状況で進捗率を記載しておりますが、この

益城町に対する補助分は、益城町で事業所の

公募、採択、補助金の交付決定を行い、整備

を進めていたものの、繰越理由欄に記載して

おりますとおり、用地交渉が難航しているが

事業の執行は可能という益城町の申し出を受

けまして繰り越していたものでございます。

しかしながら、その後も用地交渉が進んでお

りませんで、本年度中の事業実施が困難とい

うことで、既に益城町のほうから事業の取り

下げがなされております。 

 次に、７ページ２段目から11ページの４段

目までの施設開設準備経費助成特別対策事業

につきまして、合計22件、２億100万円余の

繰り越しを行っております。これは、先ほど

御説明いたしました施設整備が当初計画より

おくれたことによりまして、施設の開設につ

いても同様におくれが生じまして、本事業に

ついても繰り越しを行ったものでございま

す。 

 なお、進捗状況において０％と100％とご

ざいますが、この事業は、施設開設後に精算

で支払うということで、開設６カ月間の準備

経費について精算払いを行うということで、

９月１日現在で、未開設のところ、開設した

もののまだ請求や支払いに至っていないとい

うところが０％になっているものでございま

す。いずれも12月中には開設される見込みと

なっているところでございます。 

 続きまして、11ページ最下段から12ページ

２段目までの老人福祉施設整備等事業につき

まして、合計３件、５億1,100万円余の繰り

越しを行っております。これにつきまして

は、土壌汚染対策法に関する自主調査を行う

必要が生じたことなどによるおくれによる繰

り越しでございます。 

 最後に、12ページ最下段の指定サービス事

業者管理事業につきましても、１件繰り越し

を行っているところでございます。 

 なお、先ほど申し上げました益城町分を除

き、いずれも各事業におきまして、本年４月

以降順次竣工しておりまして、本年、遅くと

も12月中にはすべて竣工し、開設される予定

となっております。 

 高齢者支援課分は以上でございます。 

 続きまして、ねんりんピック推進課分でご

ざいます。 

 まず、歳入でございますが、委員会説明資

料に戻りまして、94ページをお願いいたしま

す。 

 上段の国庫支出金及び下段の諸収入でござ

いますが、いずれも不納欠損額、収入未済額

はございません。 

 なお、諸収入の雑入につきまして、予算現

額に対する収入済み額との差が１億800万円

余の差がございますが、これは、ねんりんピ

ックの実行委員会の収支決算に基づく残余金

の返納によるものでございます。 

 続きまして、95ページをお願いいたしま

す。 

 歳出でございます。 

 民生費の老人福祉費についてでございます

が、支出済み額として10億6,111万円余とな

っております。主な事業としましては、ねん

りんピックでございます。 

 なお、老人福祉費で394万円の不用額が生

じておりますが、これは、先ほど申し上げま

したねんりんピック事業におきまして、準備

経費の執行残258万円が主な理由でございま

す。 

 ねんりんピック推進課分は以上でございま

す。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 まず、今年度の定期監査の結果ですが、公
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表事項はございません。 

 説明資料の27ページをお願いいたします。 

 まず、歳入についてでございますが、使用

料及び手数料、国庫支出金、財産収入とも不

納欠損、収入未済はございません。 

 28ページをお願いいたします。 

 繰入金、諸収入につきましても、不納欠

損、収入未済はございません。 

 29ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 民生費の老人福祉費でございますが、主な

事業といたしましては、備考欄の事業の概要

の黒ポツの上から３番目でございますが、介

護保険を運営する市町村に法定負担金を交付

します介護給付費県負担金交付事業、その２

つ下の、介護保険財政に不足が生じた市町村

に貸し付けを行う介護保険財政安定化基金運

営事業、平成23年度は八代市に貸し付けを行

っております。その１つ下になりますが、介

護予防や高齢者の日常生活の支援等に取り組

む市町村に法定の交付金を交付します地域支

援事業交付金交付事業、ページ一番下の、県

内10カ所に設置しております認知症疾患医療

センターの運営等を行います認知症診療・相

談体制強化事業などでございます。 

 6,711万円余の不用額が生じております

が、主なものといたしましては、地域支援事

業交付金交付事業で1,485万円余、また、次

のページ、30ページになりますが、黒ポツの

下から２番目の、地域での支え合い活動等を

促進する市町村に補助をします市町村地域包

括ケアシステム構築支援事業で630万円余な

どの不用が生じておりますが、これはいずれ

も市町村での事業実施実績が見込みを下回っ

たことによるものでございます。 

 認知症対策・地域ケア推進課は以上でござ

います。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○田端社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 まず、定期監査の結果につきましては公表

事項はありませんでしたので、御報告いたし

ます。 

 続きまして、平成23年度の決算について御

説明申し上げます。 

 説明資料の31ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、31ページから

34ページの冒頭にかけましての使用料及び手

数料、国庫支出金、財産収入、繰入金及び繰

越金につきましては、いずれも不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 次に、34ページ中ほどから35ページにかけ

ての諸収入でございますが、210万円余の不

納欠損額と3,013万円余の収入未済額がござ

います。これは、生活保護費返還徴収金と年

度後返納に係るものでございまして、後ほど

附属資料において詳しく説明をさせていただ

きます。 

 次に、36ページからの歳出でございます

が、主なものを御説明いたします。 

 ２段目からの民生費につきまして、社会福

祉総務費及び遺家族等援護費のところで、そ

れぞれ不用額がございますが、人件費及び各

事業の執行残でございます。 

 続きまして、37ページの生活保護費でござ

いますが、生活保護総務費は、本庁及び各福

祉事務所職員の人件費及び活動費で、不用額

の１億2,514万円余は、人件費の執行残や緊

急雇用創出基金市町村補助金の市町村からの

申請額が見込みより少なかったこと等による

ものでございます。 

 下段の扶助費は、生活保護世帯に対する扶

助費でございますが、不用額9,416万円余

は、所要額が見込みを下回ったことによるも

のでございます。 

 歳出の決算は以上でございます。 

 続きまして、附属資料の18ページをお願い

いたします。 

 収入未済の状況につきまして御説明いたし
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ます。 

 １の平成23年度歳入決算の状況にあります

とおり、生活保護費返還徴収金と年度後返納

で、合わせて3,013万円余の収入未済が生じ

ております。 

 生活保護費返還徴収金につきましては、緊

急やむを得ない場合に被保護者に資力がある

にもかかわらず保護費を受給した場合、ある

いは就労等に伴う収入申告を行わず保護費を

受給した場合などに、法に基づき返還させる

もので、債務者が生活保護受給中や生活困窮

にあることなどから、返還が滞っているもの

でございます。 

 また、年度後返納につきましては、過払い

金が発生した場合にこれを返納させるもので

すが、これも同じく、債務者が生活保護受給

中や生活困窮にあることなどから返還が滞っ

ているものでございます。 

 その収入未済額の過去３年間の推移を示し

たものが２段目の表になります。合計のとこ

ろを見ていただきますと、年々右肩上がりに

増加傾向を示しております。近年の急激な被

保護世帯の増加により、生活保護費返還徴収

金の調定額自体が押し上げられている傾向に

ございます。徴収努力の取り組みにもかかわ

りませず、平成23年度におきましては、前年

度に比べまして196万円余の増加となってお

ります。 

 収入未済案件の個別の状況を３番目にお示

しいたしておりますが、定期的に分割納付が

行われているケースが41件と、全体の約７割

を占めております。このほか、生活困窮は、

現在生活保護は受給していないものの、福祉

事務所の調査等により、未納の主な原因が生

活困窮にあると判断されているケース。非協

力的につきましては、福祉事務所職員との面

談を避けたり、粗暴な応対が常態化している

ようなケース。債務の否認は、債務そのもの

を認めていないケース。その他には、収監中

のため徴収を見合わせているケースや本人が

死亡し相続人からの徴収が困難となっている

ケースなどが含まれております。 

 これらの未収金について、平成23年度中

に、特に、本庁として実施した対策につきま

して19ページに記載をしております。 

 本庁においては、各福祉事務所から収入未

済金に関するヒアリングを行い、債権発生の

未然防止や発生後の迅速な対応について指導

しますとともに、四半期ごとに各福祉事務所

から徴収実績等を報告させるなどして、未収

金の早期解消に向けた取り組みを行っている

ところでございます。各福祉事務所において

は、未収金の徴収計画を作成し、計画的に分

割納付させるなど、徴収に努めているところ

でございます。 

 こうした取り組みによりまして、平成23年

度末時点における収入未済は62件ございまし

たけれども、直近の状況でございます９月の

時点では４件が既に完納、さらに９件が年度

内に完納予定となっております。また、27件

が分割納付を行っており、合わせまして全体

の約７割に当たります40件が、収入未済の解

消及び縮減の方向に確実に動いている状況に

ございます。残る22件につきましては、債務

者が死亡しているもの、破産手続終結見込み

のもの、収監中のものなど８件は、徴収停止

等の整理や状況の見きわめが必要で、これら

を除きますと、特に密に催告を要すると思わ

れる案件は14件にまで絞られておりまして、

引き続き、債務者との納付交渉、現況把握を

行い、収入未済の縮減に努めてまいります。 

 次に、附属資料の33ページをお願いいたし

ます。 

 不納欠損の状況についてでございます。 

 生活保護費返還徴収金に係る不納欠損が２

件、210万5,000円となっております。備考欄

にありますとおり、いずれの事案におきまし

ても、債務者本人が死亡し、法定相続人の調

査及び催告を継続してきたものの、相続人の

所在不明等により時効中断の措置がとれず、
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債権が時効消滅したため、不納欠損処分を行

ったものでございます。 

 最後に、附属資料の38ページをお願いいた

します。 

 県有財産の処分についてでございます。 

 旧援護住宅の南町団地Ａの跡地1,590平方

メートル余につきまして、管財課で売却手続

を進めておりましたが、入札の結果、本年１

月に7,300万円で法人に対して売却処分を行

っております。 

 社会福祉課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 まず、定期監査の結果でございますが、公

表事項はございません。 

 それでは、資料の39ページをお願いいたし

ます。 

 まず、歳入関係でございます。 

 分担金及び負担金の未熟児養育費負担金で

すが、これは、未熟児養育医療に伴い保護者

から徴収するものでございます。不納欠損や

収入未済がありますので、後ほど附属資料で

御説明いたします。 

 下の段の使用料及び手数料、それから40ペ

ージに入りまして国庫支出金、これらにつき

ましては、不納欠損、収入未済はございませ

ん。 

 40ページの下から５段目にあります母子衛

生費負担金、それから41ページに入ります

が、上から２つ目の特別保育事業費補助につ

きまして、予算現額と収入済み額との比較

で、ともに1,000万を超える額が減額となっ

ておりますが、これは、所要額が見込みより

少なかったことに伴う国庫補助の減でござい

ます。 

 続きまして、42ページをお願いします。 

 上から財産収入、繰入金、繰越金、諸収入

とありますが、不納欠損、収入未済はござい

ません。 

 なお、繰入金の安心こども基金繰入金につ

きまして、予算現額と収入済み額との比較で

２億4,700万円余の減額となっております

が、これは、保育所等緊急整備事業などの所

要額が見込みより少なかったことに伴う基金

繰り入れの減でございます。 

 43ページをお願いします。 

 ここからは歳出関係でございます。 

 主なものを御説明いたします。 

 下から２段目の障害者福祉費でございま

す。不用額318万円余が生じておりますが、

発達障がい理解促進事業における実績額が見

込みより少なかったことによるものでござい

ます。 

 44ページをお願いします。 

 児童福祉総務費でございます。不用額6,30

0万円余が生じておりますが、主に、熊本県

地域子育て応援事業などにおける実績額が見

込みより少なかったことによるものでござい

ます。 

 下の段の児童措置費につきましても不用額

2,400万円余が生じておりますが、市町村に

対する保育所運営費の負担金が見込みより少

なかったことによるものでございます。 

 45ページをお願いします。 

 児童福祉施設費でございます。不用額6,50

0万円余が生じておりますが、保育所等緊急

整備事業や特別保育総合推進事業などにおけ

る実績額が見込みより少なかったことによる

ものでございます。 

 なお、翌年度繰越額４億2,200万円余につ

きましては、後ほど附属資料で御説明いたし

ます。 

 下の段の公衆衛生総務費につきましても不

用額6,100万円余が生じておりますが、主

に、不妊対策事業などにおける実績額が見込

みより少なかったことによるものでございま

す。 

 それでは、恐れ入りますが、別冊の附属資



第５回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成24年10月22日) 

 - 11 - 

料で13ページをお願いいたします。 

 繰越事業の関係でございます。 

 保育所等緊急整備事業の４件でございます

が、一番上のわらび保育園、これは八代市に

ありますけれども、資材調達のおくれで繰り

越しましたけれども、５月には工事完了して

おります。あとの３カ所は、それぞれ大津

町、菊陽町の保育所ですが、いずれも、なか

なか待機児童が解消せず、昨年の11月補正で

追加予算を組ませていただきました。その

後、整備に着手しましたが、事業期間が不足

して繰り越しております。繰越額の合計は４

億2,200万円余となっております。 

 続きまして、20ページをお願いいたしま

す。 

 20ページは、収入未済の関係でございま

す。 

 まず、１番の決算の状況ですが、未熟児養

育費負担金におきまして、不納欠損が１万9,

000円、収入未済が59万円余となっておりま

す。 

 次の２番に過去３カ年の推移を示しており

ますが、前年度と比較しますと６万円余減少

しております。 

 ３番に未済の状況がありますが、生活困窮

が４件、協力が得られないケースが20件とな

っております。 

 一番下の４番の未収金対策ですが、まず、

未然防止対策としまして制度説明の徹底とし

ておりますのは、市町村で乳幼児医療費助成

の手続をしますと、支払った医療費は返って

まいりますので、その周知徹底に努めており

ます。また、その下にあります徴収促進方

策、これは滞納が発生した後の対策ですが、

新たな取り組みとしまして、勤務先への電話

催告、また、家庭訪問での直接徴収なども行

いました。そのために、いつでも現金徴収が

できるようにということで、担当の班員全員

を会計職員に任命しております。 

 続きまして、34ページをお願いいたしま

す。 

 不納欠損の関係でございます。 

 件数８件とありますのは、３人分になりま

すけれども、備考欄にありますような事情か

ら連絡がとれなくなって時効中断ができず

に、合計１万9,000円の債権が消滅しており

ます。 

 子ども未来課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○山田子ども家庭福祉課長 定期監査の結果

でございますが、公表事項はございません。

 23年度の決算について御説明をいたしま

す。 

 まずは歳入についてですが、不納欠損や収

入未済については、後ほど別冊の附属資料で

御説明いたします。 

 説明資料の47ページをごらんください。 

 下から３段目の児童措置費負担金に予算現

額と収入済み額との比較で2,323万円余が減

額となっておりますが、これは、児童養護施

設等への入所措置児童数が見込みより少なか

ったことに伴うものです。 

 次に、48ページをごらんください。 

 上から３段目、地域活性化交付金に955万

円余が減額となっておりますが、これは、一

時保護所環境整備事業において所要額が見込

みより少なかったことに伴うものでございま

す。 

 歳入については以上でございます。 

 次に、歳出の主なものについて、不用額を

中心に御説明いたします。 

 飛びまして、51ページをごらんください。 

 51ページ、下から２段目の社会福祉施設費

でございますが、不用額は、一時保護所環境

整備事業の実績額が見込みより少なかったこ

とによるものです。 

 52ページ、児童措置費でございます。この

不用額は、児童養護施設への措置費の支弁が

見込みより少なかったことによるものでござ
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います。 

 53ページをお願いいたします。 

 母子福祉費でございます。不用額は、ひと

り親家庭等支援事業において、国庫補助金の

増に伴い、市への県補助金の支出が見込みよ

り少なく済んだことなどによるものでござい

ます。 

 下段の児童福祉施設費でございますが、不

用額は、子どもを虐待から守るための緊急対

策事業における実績額が見込みより少なかっ

たことによるものでございます。 

 55ページは、当課で担当しております特別

会計でございますが、収入未済について、後

ほど別冊の附属資料で御説明させていただき

たいと思います。 

 大変恐れ入ります。附属資料に移らさせて

いただきたいと思います。 

 収入未済について御説明いたします。 

 まずは21ページをお願いいたします。 

 児童保護費負担金の収入未済でございま

す。 

 まず、１の平成23年度の状況につきまして

は、不納欠損額は423万円余、収入未済額が

4,198万円余となっております。児童保護費

負担金は、保護者の所得に応じて徴収する仕

組みとなっておりますが、全体的に低所得者

が多いこと、また、そもそも虐待を認めない

ような親からの徴収は困難であることなどに

より、収入未済となっているものでございま

す。 

 ２の収入未済額の推移でございます。 

 23年度は、328万円余の減額となっており

ます。 

 続いて、３の収入未済額の状況でございま

す。債務者数は250名、そのうち、分割納付

中が57名で全体の約５分の１、生活困窮によ

り納付していない者が全体の約半数、また、

そもそも虐待を認めないことなどにより債務

を否認している者が１割強となっておりま

す。 

 22ページをお願いいたします。 

 未収金対策としまして、平成23年度につき

ましては、まず、収税経験のある専任の正職

員１名を増員配置するなどを行いまして、徴

収体制の強化を行っております。 

 また、滞納処分につきましては、全滞納者

につきまして預金調査を実施するとともに、

差し押さえ可能な滞納者から順次最終差し押

さえ通告書を送付いたしました。その上で、

悪質な滞納者に対し３件、額にして71万円余

の差し押さえを実施いたしました。 

 また、資力のない滞納者に対しては、滞納

処分の執行停止を行ったところでございま

す。 

 本年度につきましては、昨年からの流れ、

取り組みを引き続き講じていきたいと考えて

おります。 

 続きまして、23ページをお願いいたしま

す。 

 ひとり親家庭に支給されます児童扶養手当

の返還金の収入未済でございます。これは、

婚姻や年金受給などにより児童扶養手当を受

ける資格を喪失した後にも引き続き受給して

いたことにより生じた返還金に関するもので

ございます。不納欠損額が59万円余、収入未

済額が2,380万円となっております。 

 ２の収入未済額の推移ですが、前年度より

251万円余増加しております。具体的には、

児童扶養手当を受けながら年金を受給したこ

とによる返納が７件、婚姻しているにもかか

らわらず受給したことに伴う返納が２件な

ど、計11件が新たに生じたことによります。

 ３の状況でございますが、債務者は78名と

なっております。内訳で最も多いのは分割納

付中で、72名となっておりまして、債務者の

９割以上の人が、何とか分割による返納を続

けております。 

 ４の対策でございます。当課に１名配置し

ております嘱託の債権管理回収員が、地域振

興局と連携をとりながら、自宅訪問等による
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催告を繰り返しております。 

 収入未済を減らすために、いかに年金受給

などの事実関係を把握するかが鍵だと考えて

おります。そこで、町村に対しまして、年金

事務所や民生委員さんと連携するよう助言、

指導してまいりたいと考えております。 

 24ページをお願いいたします。 

 母子家庭等に対しまして学校の入学金や授

業料、生活資金などを貸し付ける母子寡婦福

祉資金貸付金の償還金に関するものでござい

ます。収入未済額は3,976万円余でございま

す。 

 ２の推移でございます。 

 23年度は、213万円余増加しております。

これは、債務者の収入が低いことに加え、近

年の貸付額そのものの増加が影響しているも

のと考えられます。貸付額は、５年ほど前に

は8,000万円台でしたが、23年度には１億3,0

00万円余の貸し付けとなっております。 

 ３の収入未済額の状況ですが、債務者は26

5名です。約８割が償還を続けていますが、

約２割は、生活困窮や所在不明などのために

償還が滞っております。 

 25ページの未収金対策でございます。 

 福祉事務所ごとに１名ずつ配置している嘱

託の女性福祉相談員を中心に、地域振興局や

地域に根づいて徴収活動を行う徴収協力員、

県全体で21名ございますが、の連携のもと、

取り組んでおります。 

 また、本庁としましては、地域振興局に対

するヒアリングを実施し、滞納ケースの現況

や徴収計画の確認等を行っております。 

 次に、飛びまして、35ページをお願いいた

します。 

 児童保護費負担金の不納欠損処分でござい

ます。1,029件、96名分の423万円余を不納欠

損処分しております。 

 最後に、36ページをお願いいたします。 

 児童扶養手当返還金の不納欠損処分でござ

います。５名分、59万円余を不納欠損処分し

ております。 

 以上でございます。 

 

○西岡障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 初めに、定期監査でございますが、当課で

は、職員の交通事故及び国庫負担金の返納事

務処理について指摘を受けております。 

 昨年度、当課職員が関係する過失割合が高

い人身事故及び物損事故が３件発生しており

ます。これまで、交通安全研修を実施したほ

か、課内会議など随時、職員の交通安全意識

の高揚に努めております。 

 また、国庫返納金の精算においては、他の

補助金との相殺のための事務手続を怠ったた

めに、本来であれば返す必要のない事案でご

ざいました。これについては、事務担当者が

関係規定を見落としてしまったことによるも

のでございます。今後は、複数職員でチェッ

クを行い、再発防止に努めてまいります。 

 次に、平成23年度の決算の説明をさせてい

ただきます。 

 まず、歳入についてでございます。 

 説明資料の58ページをお願いいたします。 

 まず、分担金及び負担金についてですが、

不納欠損額が136万3,000円、収入未済額が総

額で462万5,000円ございます。これにつきま

しては、後ほど別冊附属資料で御説明いたし

ます。 

 次に、59ページをごらんください。 

 使用料及び手数料でございますが、不納欠

損額はございませんが、収入未済額が29万2,

000円ございます。こちらにつきましても、

後ほど附属資料で御説明いたします。 

 次に、60ページ中段から63ページにかけま

してが国庫支出金でございます。それから、

63ページ中段の財産収入、それから65ページ

の繰越金まで、不納欠損額及び収入未済額は

ございません。 

 引き続き、65ページをお願いいたします。 
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 上から２段目の諸収入については、収入未

済額が35万3,000円ございます。こちらにつ

きましても、後ほど附属資料で御説明いたし

ます。 

 次に、歳出についてですが、主なものにつ

いて御説明いたします。 

 67ページをお願いいたします。 

 まず、下段の障害者福祉費において、不用

額が４億2,063万円余生じております。主な

理由としましては、重度心身障がい者医療費

助成事業及び精神通院医療費において、利用

実績が所要見込み額を下回ったことによるも

のでございます。 

 また、翌年度繰越額が13億6,660万円余発

生しております。これは、次の68ページ備考

欄の４つ目、５つ目にあります障がい者福祉

施設耐震化等特別対策事業及び障害者自立支

援法移行促進事業において、合計13億6,660

万円余の翌年度繰り越しを行ったことによる

ものでございます。これについても、後ほど

附属資料で御説明いたします。 

 続きまして、同じページの、68ページの下

段をごらんください。 

 児童福祉総務費でございますが、141万の

不用額を生じております。これは主に、特別

児童扶養手当支給事務費において、判定調査

に係る事務経費が当初見込み額を下回ったこ

となどによるものでございます。 

 次に、69ページをお願いいたします。 

 児童措置費でございますが、8,225万円余

の不用額を生じております。これは、障害児

施設給付費等支給・障害児施設措置事業及び

心身障害者扶養共済事業において、児童措置

及び年金受給者の実績が所要見込み額を下回

ったことによるものでございます。 

 続きまして、その下段の児童福祉施設費で

ございますが、6,691万円余の不用額が生じ

ております。これは主に、こども総合療育セ

ンター管理運営費において、委託料及び非常

勤職員の報酬額の実績が所要見込み額を下回

ったこと、扶助費に係る措置入園児童数が、

年間延べ人数で71人と、当初見込みの約半数

の実績となったことによるものでございま

す。 

 次に、70ページをお願いいたします。 

 下段の精神保健費でございますが、6,019

万円余の不用額を生じております。これは、

精神保健医療費の対象となる措置入院患者数

が、当初の年間延べ見込み数を200人近く下

回る558人となったこと等によるものでござ

います。 

 次に、71ページをお願いします。 

 保健所費でございますが、298万円余の不

用額を生じております。これは、嘱託医によ

る相談実績が見込みを下回ったことによりま

す報酬等の執行残によるものでございます。 

 それでは、恐れ入りますが、附属資料の14

ページをお願いいたします。 

 繰越事業について御説明いたします。 

 障害者自立支援法移行促進事業において、

計４件、2,800万円余の繰り越しを行ってお

ります。これは、作業所棟増築工事につい

て、農地転用手続に時間を要したもの及び業

務用車両について、タイで発生しました洪水

により部品調達に時間を要し、年度内に納車

ができなかったものでございます。いずれも

竣工、納入済みでございます。 

 次に、15ページをごらんください。 

 障がい者福祉施設耐震化等特別対策事業に

おいて、計４件、13億3,800万円余の繰り越

しを行っております。全て耐震化対応に係る

老朽改築工事でございますが、うち３件は、

計画内容の見直し、建築確認に時間を要した

もの及び東日本大震災、タイの洪水等の影響

で建築資材の調達におくれが生じたもので、

いずれも５月までに竣工しております。 

 また、玉名市の施設については、12カ月ほ

どの工期を要する案件でございますが、昨年

の11月議会補正予算による事業採択で、着工

が本年の３月となり、繰り越しております。
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 なお、施設は、10月中旬現在で進捗率が約

４割、来年の２月下旬には竣工予定と報告を

受けております。 

 次に、収入未済について御説明いたしま

す。 

 同じく附属資料の26ページをお願いいたし

ます。 

 まず、児童保護費負担金についてですが、

平成23年度は、現年度分、過年度分合わせて

440万2,000円の収入未済額が発生しておりま

す。先ほど、子ども家庭福祉課の説明にござ

いましたとおり、総合相談所の徴収体制強化

を図っておりますが、昨年度に比べ250万円

余の減となっております。 

 次に、27ページをごらんください。 

 心身障害者扶養共済加入者負担金の未収金

についてですが、過年度分の１件、３万9,00

0円のみとなっております。この未収金につ

きましては、相続人についての財産調査等の

結果、支払い能力が認められなかったため、

今年度、不納欠損処理を行っております。 

 次に、28ページをお願いします。 

 こども総合療育センター負担金の未収金が

18万3,000円ございます。これは、ほぼ前年

度並みの額でございますが、現在、債務者４

名のうち、２名は分割納付中、他の２名につ

いては生活困窮等のために納入がなされてい

ない状況です。引き続き催告等を行った上で

未収金の回収に努めてまいります。 

 次に、29ページをお願いします。 

 こども総合療育センター使用料の未収金が

29万2,000円ございます。これは、契約によ

る入所、通園に係る本人負担分等でございま

すが、主として、利用者の生活困窮などによ

り未収金となったものでございます。これに

つきましては、こども総合療育センター内に

未収金対策検討委員会を設け、定期的に催告

するなど、引き続き未収金の回収に努めてお

ります。 

 次に、30ページをお願いします。 

 年度後返納による未収金が35万3,000円ご

ざいます。内訳は、特別障害者手当の過払い

分が５万8,000円、心身障害者扶養共済過払

い年金が29万5,000円となっております。過

年度分の未収金が４件ございますが、うち、

特別障害者手当分１件については、相続人と

の交渉の結果、今年度中に完納の見込みでご

ざいます。他の過払い年金分３件について

は、分割納付中でございます。 

 次に、不納欠損について御説明いたしま

す。 

 同じく附属資料の37ページをお願いいたし

ます。 

 児童保護費負担金に係る不納欠損額が、合

計で76件、136万3,000円生じております。こ

れは、障害児施設への入所措置に伴う扶養義

務者負担金でございますが、債務者の経済的

理由や執行停止から３年が経過したことなど

により、債権が時効により消滅したものにつ

いて、不納欠損処理を行ったものでございま

す。 

 最後に、同じく附属資料の39ページをお願

いいたします。 

 未登記についてでございます。未登記とな

っておりますのは、合志市にございます旧肥

後学園の敷地の一部でございます。現在、未

登記地は残り２筆でございます。うち、１筆

につきましては、任意の承諾による所有権移

転登記を行うことを基本に進めてまいりまし

たが、ブラジル在住の相続人やその兄弟の相

続人確定及び所有権移転の同意が難しい状況

になってきておりますことから、現在、時効

援用による法的処理を行う方向で関係者と協

議に入ったところでございます。もう一筆に

つきましては、任意での交渉を行っておりま

す。 

 今後とも、未登記の解消に取り組んでまい

ります。 

 以上で障がい者支援課の説明を終わらせて

いただきます。 
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 よろしく御審議お願いいたします。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 まず、定期監査の結果でございますが、医

療政策課では、看護師等修学資金貸付金償還

金の未収金の回収について指摘を受けており

ます。債権管理状況等につきましては、後ほ

ど別冊附属資料で御説明申し上げます。 

 説明資料の72ページをお願いいたします。 

 歳入について御説明申し上げます。 

 72ページから76ページにかけて使用料及び

手数料、国庫支出金、財産収入、寄附金、繰

入金、繰越金について記載しておりますが、

いずれも不納欠損額、収入未済額はございま

せん。 

 76ページをお願いいたします。 

 最上段の地域医療再生基金繰入金で、予算

現額と収入済み額との差額が5,659万円余ご

ざいます。現在、地域医療再生基金を活用

し、地域における医師不足や救急医療体制の

充実といった事業に取り組んでおりますが、

基金事業の所要額が見込みより少なかったこ

とや入札残に伴い、基金の繰入金も減となっ

たものでございます。 

 次に、76ページ３段目から77ページにかけ

まして、諸収入について記載しております。

諸収入につきましては、不納欠損額はござい

ませんが、77ページの最上段の看護師等修学

資金貸付金償還金に収入未済額として276万

円余を計上いたしております。これにつきま

しては、定期監査の指摘事項にあわせ、後ほ

ど御説明いたします。 

 78ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明申し上げます。 

 ２段目、衛生費の公衆衛生総務費でござい

ます。主な事業は、救急医療施設等の運営費

に対する補助や医療施設の設備整備に対する

補助等でございます。不用額の6,839万円余

は、救急勤務医師確保事業の申請を予定して

いた一部医療機関からの交付申請の取り下げ

やドクターヘリの運航開始が当初の予定より

おくれたことによる運航経費の減等によるも

のでございます。 

 なお、公衆衛生総務費には３億4,545万円

の翌年度繰越額がございますが、詳細につき

ましては、後ほど別冊附属資料で御説明いた

します。 

 79ページをお願いいたします。 

 医薬費の３段目の医務費は、主に僻地にお

ける医療施設の運営費や設備整備に対し補助

を行うもの、また、４段目の保健師等指導管

理費は、看護師養成所等の運営費など、看護

職員の確保対策として取り組む事業に対し補

助等を行うものです。不用額につきまして

は、いずれも交付要望額が所要見込み額を下

回ったこと等によるものでございます。 

 次に、繰越事業について御説明いたしま

す。 

 別冊附属資料の16ページをお願いいたしま

す。 

 天草保健医療圏遠隔医療等設備整備事業で

ございますが、これは、天草保健医療圏にお

ける診療支援体制を構築するため、天草保健

医療圏の医療機関が導入する遠隔医療システ

ムの整備に対する補助を繰り越したものでご

ざいます。繰り越しの理由としましては、本

システムが、複数の医療機関が共同で運用す

るシステムの構築でありますため、関係する

医療機関の機器整備内容などの調整に想定外

の時間を要し、事業の着手がおくれたことに

よるものでございます。 

 なお、来年２月の事業終了を目指して取り

組んでいるところでございます。 

 次に、収入未済について御説明いたしま

す。 

 同じく附属資料の31ページをお願いいたし

ます。 

 看護師等修学資金貸付金償還金について、

１の平成23年度歳入決算の状況にありますと
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おり、276万円余が収入未済となっておりま

す。本件につきましては、定期監査の公表事

項として、新規未収金発生防止対策の強化、

時効の管理、支払い督促等法的措置の検討、

延滞利子の徴収について、指摘を受けており

ます。 

 県では、看護師の確保及び県内定着を図る

ため、看護師等修学資金として、看護学生の

一部に修学資金を貸与しておりますが、県外

の病院や200床以上の病院に就職した場合等

については、返還義務が生じることとなって

おります。このうち、一部債務者について、

就業状況の悪化や病気等の理由で返還が経済

的にも難しいため、収入未済となっているも

のです。これまでも、文書や電話、訪問によ

る督促、連帯保証人への請求等を行い、その

都度返済を受けているほか、それぞれの返済

能力に合わせた返済計画を指導するなど、取

り組みの強化を図ってきたところでございま

すが、新規未収金の発生を防止するため、新

規貸与者全員に対して面接を行い、制度内容

の周知と意識づけの徹底を行ったところでご

ざいます。あわせて、卒業後、返還猶予期間

にある者を対象に現況調査を実施し、返還対

象者の早期把握に努めているところでござい

ます。また、時効期間満了日の把握等による

適切な時効管理に努めますとともに、現在８

名の対象者がございますが、長期滞納者に対

しましては、対象者の経済状況等を見きわめ

ながら、法的措置の実施が効果的であると判

断される場合には、支払い督促等の措置を行

うなど、適切に対応していくこととしており

ます。 

 今回の指摘を踏まえ、引き続き、収入未済

金の発生防止、早期回収に取り組んでまいり

ます。 

 医療政策課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○林田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 さきに行われました定期監査につきまして

は、公表事項はございません。 

 説明資料80ページをお願いします。 

 歳入についてでございます。 

 分担金・負担金、国庫支出金、財産収入に

ついて、いずれも不納欠損額、収入未済額は

ございません。 

 81ページをお願いします。 

 上段の繰入金でございます。国民健康保険

広域化等支援基金繰入金の予算現額と収入済

み額の差が127万円余となっていますが、こ

れは、市町村国保支援事業の経費が少なかっ

たことによる基金取り崩し額の減によるもの

でございます。 

 下段の諸収入について、いずれも不納欠損

額、収入未済額はございません。 

 次に、歳出でございます。 

 82ページをお願いします。 

 歳出は、国民健康保険及び後期高齢者医療

制度における法定の負担金が中心でございま

す。中段の国民健康保険指導費の不用額2,09

9万円余でございますが、これは、国民健康

保険制度安定化対策において、高額医療費共

同事業負担金が見込みより少なかったこと等

によるものでございます。 

 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 定期監査の公表事項はございません。 

 それでは、資料の83ページをお願いいたし

ます。 

 まず、使用料及び手数料についてですが、

不納欠損額、収入未済額はございません。 

 次に、国庫支出金ですが、不納欠損額、収

入未済額はございませんが、予算現額と収入

済み額の差が大きなものについて説明いたし

ます。 
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 84ページをお願いいたします。 

 衛生費国庫補助金のうち特定疾患治療費補

助について、予算現額と収入済み額の差が５

億7,975万円余となっております。これは、

国庫補助金の交付額が所要額を下回ったこと

によるものです。本県では、特定疾患治療研

究事業の事業費がふえる中で、県が超過負担

を強いられております。引き続き、超過負担

の解消に向けて、国に働きかけてまいりま

す。 

 医療施設等施設整備費補助につきまして

は、国庫補助の内示減により事業を中止した

ために生じたものでございます。 

 原爆被爆者健康診断費補助について422万

円余、また、次の原爆被爆者特別措置費補助

について583万円の予算現額と収入済み額の

差がございますが、これらは、いずれも所要

見込み額の減に伴う国庫補助の減によるもの

でございます。 

 86ページをお願いいたします。 

 諸収入でございますが、不納欠損額、収入

未済額はございません。 

 次に、歳出でございます。 

 87ページをお願いいたします。 

 まず、衛生費でございます。 

 公衆衛生総務費の主な事業は、備考欄に記

載しているとおりでございます。不用額の9,

743万円余は、特定疾患治療費などの医療費

の執行残、それから原爆被爆者に対する手当

支給が当初の見込み額を下回ったことによる

執行残でございます。 

 88ページの予防費でございます。これはハ

ンセン病に関する事業費でございます。不用

額の122万円余は、扶助費等の執行残でござ

います。 

 健康づくり推進課は以上でございます。 

 御審議よろしくお願い申し上げます。 

 

○今村薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 まず、定期監査の結果でございますが、公

表事項はございません。 

 説明資料の89ページをお願いします。 

 歳入について、主なものを説明させていた

だきます。 

 まず、使用料・手数料でございますが、不

納欠損額、収入未済額はございません。 

 ２段目の薬務関係手数料の増は、主に登録

販売者試験などの件数が増加したことによる

ものでございます。 

 ４段目の温泉関係手数料の減は、主に温泉

の利用許可申請などが見込みを下回ったもの

によるものでございます。 

 90ページをお願いします。 

 ３段目の国庫支出金についてですが、不納

欠損額、収入未済額はございません。 

 ５段目の国庫委託金の減は、主に医薬品等

の価格調査の対象施設の減によるものでござ

います。 

 91ページをお願いします。 

 諸収入についてですが、２段目の治療血清

売払代金がゼロとなっておりますが、これ

は、ボツリヌス感染症など特殊疾病の発生が

なかったことにより、売り払いが不要だった

ためでございます。 

 ３段目の雑入につきまして、５万2,000円

の収入未済がございます。これは、附属資料

32ページにも記載をいたしておりますが、平

成13年度に、献血を推進するための広告を委

託しました広告会社が倒産いたしまして、契

約不履行となったことによる違約金でござい

ます。会社関係者が行方不明のため収入未済

となっておりますが、広告の委託料そのもの

は支払っておりませんので、金銭的な損害は

ございませんが、今後とも、関係者の所在確

認に努めてまいります。 

 続きまして、歳出について、主なものを説

明させていただきます。 

 92ページをお願いします。 

 ３段目の公衆衛生総務費について、不用額
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343万円余が生じておりますが、これは、移

植医療推進支援事業費補助金を実績報告に基

づいて減額したことによるものでございま

す。 

 下段の生活衛生指導費について、不用額16

0万円余が生じておりますが、これは旅費な

どの経費節減によるものでございます。 

 最後に、93ページをお願いします。 

 上段の環境整備費の不用額102万円余につ

きましては、温泉利用許可等の申請件数が見

込みを下回ったことにより、それに要する事

務費が不用となったものでございます。 

 最下段、薬務費について、不用額744万円

余が生じておりますが、これは、国有ワクチ

ン払い下げのための経費が不要であったこと

及び入札による執行残などでございます。 

 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

 

○井手順雄委員長 以上で説明が終わりまし

た。 

 ここで10分間休憩いたします。 

  午前11時13分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時20分開議 

○井手順雄委員長 それでは、委員会を再開

いたします。 

 質疑を受けたいと思います。質疑はありま

せんでしょうか。 

 

○前田憲秀委員 説明資料の18ページ、ワク

チン接種についてちょっとお尋ねをしたいん

ですけれども、まず、一番上の子宮頸がん接

種ワクチンについてなんですが、昨年４月か

ら全国的にも実施ということだったと思うん

ですが、熊本県下の基礎自治体、いわゆる市

町村で、実施の開始にたしか差があったよう

な記憶があるんですけれども、そこら辺は、

この金額に影響があるかも含めてちょっとお

尋ねをしたいんですけれども……。 

 

○一健康危機管理課長 ワクチンにつきまし

ては３種類ございまして、中学１年生から高

校１年生までが子宮頸がんの予防ワクチン、

乳幼児が打ちますヒブワクチンと小児用の肺

炎球菌ワクチン、３種類ございます。 

 子宮頸がん、ヒブワクチン、小児用肺炎球

菌ワクチン、それぞれ市町村が接種主体とい

うことで接種していまして、本事業につきま

しては、平成22年度、予防事業として国が制

度をスタートさせたものでございます。 

 予防接種法に定めます定期接種でございま

せんけれども、いわゆる公費つき、国のほう

からお金が来るという公費つきの接種がスタ

ートしたということで、22、23、24の３カ年

事業でございます。 

 先ほど御質問がありました市町村別の数値

につきましては、ちょっと詳細なものをお持

ちしていないんですけれども、接種率が伸び

ない理由というやつがありまして、いわゆる

予防接種法に定める定期接種でないというこ

とで、個人個人といいますか、相手の方に直

接、打ってくださいよという接種勧奨ができ

ないということでありまして、実施主体であ

る市町村としては、こういう制度がございま

すという制度周知を図っているということが

あります。 

 そういったことから、本人には、保護者の

方には、通知票みたいなやつは行っておりま

せん、制度周知を図っています。それが１点

目です。 

 もう一つは、３種類のうち、乳幼児が打ち

ますヒブワクチン、小児用ワクチンは、平成

22年度に制度がスタートしたわけですけれど

も、国として公費つきのスタートをしたわけ

ですけれども、23年３月ぐらいから、ちょっ

と全国的に副反応といいますか、ちょっと重

篤な健康被害が発生しましたもんですから、

おおむね約１カ月間ぐらいちょっと見合わせ

る状態になりました。それが相当、新聞等と
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いいますか、報道機関でも報道されまして、

それでちょっと接種見合わせと、そういった

形になりまして、伸び率が伸びなかったとい

うことであります。 

 そういったことで、済みません、市町村ご

とのやつはちょっとここで持っていませんも

のですから、大体そういった状況にございま

す。 

 

○前田憲秀委員 もし市町村の、特に子宮頸

がんワクチンで結構なんですけれども、実施

日がわかりましたら、後ででも教えていただ

ければと思います。 

 せっかくの施策の割には、この、見込みを

下回る――逆に、僕は足りないぐらいでもい

いんじゃないかなという思いもあって、例え

ば、熊本市では４月実施ですけれども、子宮

頸がんに関しては年齢が対象になるので、ま

たがると非対象になるということで、３月か

ら繰り上げて、八代市もたしかそうじゃなか

ったかなと思います。 

 ある自治体は、こういう頸がんワクチンよ

りも性教育が先だという首長さんのお声も聞

いたような記憶があります。そういう意味で

は、先ほどの、確かに死亡事例があって、全

国的にニュースもあって控えるというお話も

聞きましたけれども、当初は、関係のお医者

さんなんかからすると、ワクチンが足りない

というお話も聞きましたし、そういう意味で

は、県としても、徹底といいますか、周知、

先ほど言われたようなことは今後もぜひ図っ

ていただきたいなというふうに思います。 

 後ででも結構ですので、実施時期、わかり

ましたら教えていただければと思います。 

 

○重村栄委員 幾つか質問させてください。 

 まず、７ページ、民生委員の報酬の執行残

というところが社会福祉総務費の中に出てお

りますが、今、私の住んでおります荒尾の中

で、民生委員を引き受ける人が非常に少ない

というか、消極的だと。民生委員さん、非常

にいろんな負荷が多過ぎて、あんまりなりた

くないということで、やめる方があったと

き、後を探すのも大変だとかいうことはよく

聞くんですが、そういった事柄があっての、

この民生委員さんの報酬の執行残というよう

な形になっているのか、民生委員さんが所定

の数を満たしているのかどうか、そこがまず

１点聞きたいところです。 

 それから次は、生活保護費、今国のほうで

も生活保護費の問題がいろいろ出ております

が、県内において、生活保護費の不法受給、

違法受給というのかな、その辺の実態はどん

なふうになっているのか、それについての調

査等はどういうふうにされているのか、今現

在の状況の中で、わかる範囲で教えていただ

きたいのと、それに対する県の考え方。 

 それから、特定疾患治療費補助、これ、国

の交付金がえらく下回っているんですが、国

と県との見解の相違のところは、何が違うん

ですかね。何が違ってこういうふうに差が出

てきているのか。それと、この負担金の推

移、どういうふうになっているのか。ここ数

年でも結構ですが、どういうふうになってい

るのか。県の負担がどのようにふえている、

逆に言うと県がどのように負担がふえている

のかということになるんでしょうけれども、

その推移を教えてください。 

 それからもう１つ、ちょっと小さいことな

んですが、89ページ、温泉関係のがあります

けれども、利用許可申請手数料が減ってきた

という、件数が減ってきたということなんで

すが、これは、温泉の新規のが減っているの

か、あるいは継続されているのが減っている

のか。あわせて、それに関連して、旅館業の

許可も同じようなことが出ているんですが、

これは旅館をやめている人がふえているの

か、その辺の状況がどうなのか、ちょっと教

えてください。 
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○井手順雄委員長 それではまず、健康福祉

政策課長。 

 

○吉田健康福祉政策課長 ただいま、民生委

員につきまして、執行残の要因ということで

お尋ねがございました。 

 民生委員さんにつきましては、熊本県とそ

れから熊本市、それぞれで所管がございま

す。県の所管の定数が2,729人、一方で、熊

本市の所管が1,416人ということで決まって

おります。県分につきましては、なかなか民

生委員さん、今、児童虐待ですとか、高齢者

の孤独死ですとか、いろんな場面で地域福祉

の中で活躍の場面がございまして、なってい

ただくような勧誘をしておりますが、残念な

がら、８月末の数字でいきますと、定数の2,

729に対して16名の欠員がございます。それ

でも充足率が99％を超えておりますので、全

国の他県から比較しますと高いほうかなとい

うふうに思っております。 

 この執行残につきましては、この民生委員

の方の欠員の分、年間に５万8,200円手当が

出ますが、その手当の分が執行残として残っ

ているということと、そのほか、民生委員さ

んに対する研修費等もございますが、ここの

事務的な経費の節減によるものでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○田端社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 生活保護に係ります不正受給の御質問をい

ただきました。 

 平成23年度の不正受給の状況を御説明いた

します。 

 まず、県所管分、県の福祉事務所分で、平

成23年度、不正受給が21件、金額にしまして

670万円余ございました。市福祉事務所分が2

14件、金額にいたしまして8,470万円余でご

ざいます。県全体で235件、金額が9,150万円

余となっております。 

 前年度と比較いたしますと、件数が、県全

体で約35件ほど件数は伸びております。た

だ、金額は2,500万円ほど昨年度に比べまし

たら減ってはおります。実態はそういうこと

になっております。 

 不正受給といいますのは、具体的にどうい

うものがあるかといいますと、就労収入があ

ったのにもかかわらず、申告をしていなかっ

たとか、それから年金が遡及して支給された

のに、それを隠していたとか、そういった事

例になっております。 

 私どもといたしましては、就労収入の場合

には、全て収入申告書というのをいただいて

おります。申告制になっております。ですか

ら、収入認定するときには、その収入申告書

をもとに収入認定をいたします。それはあく

までも本人さんの申告なもんですから、翌年

度の課税調査というのを今現在、全福祉事務

所でやっております。その課税状況調査と突

き合わせをしまして、もし金額が違うのがあ

れば、これは正確に申告をしていただいてい

なかったということで、その分につきまして

は、御本人さんのほうと話をして、返還をし

ていただくという手続をとっております。そ

ういったことがありますもんですから、ま

ず、収入申告の義務というのがございますの

で、そこをきっちり皆様方に御理解をいただ

くということが一番大事かなというふうに思

っております。 

 あわせまして、不正受給が発覚したときに

は、直後に動きを開始する。ちょっと時間が

延びると、なかなか返していただけないとい

うことがありますもんですから、初動をしっ

かりやるというふうなことを今福祉事務所の

ほうにはお願いをいたしております。 

 今後の考え方といいますか、今後の対応と

いたしまして、１つ全国的に不正受給が今非

常に多くなっております。それで、国のほう

では、現在生活保護法の改正に向けて検討が
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されております。その中で、悪質な不正受給

に対しては告訴もやるべきじゃないかという

議論があっておりまして、ただ、生活保護に

つきましては、全国統一の基準でやっており

ますので、各県がばらばらではいけないとい

うことで、告発に関する統一基準というのを

国のほうが示そうというふうに今なされてお

ります。その告発基準が出ますと、私ども

も、その基準を見ながら、特に悪質というも

のについては、今後告訴等の対応も検討しな

ければいけないというふうに思っておりま

す。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 先ほど特定疾患の治療費補助に関する見解

の差ということでございますが、一応難病対

策要綱という昭和47年につくられた要綱に基

づいてやられていて、ちょうど国、県、２分

の１ずつの負担となっていますが、国は予算

の範囲内でという説明になっております。今

年度も、たしか全体の事業は1,200億ぐらい

国全体でかかっていて、国と都道府県で600

億ずつなんですが、たしか、そのうち国の予

算は300億強だったと記憶しています。ここ

５年間の県の超過負担の金額ですが、平成19

年度と20年度が約４億円、21年度が約５億2,

000万円、22年度が約５億3,000万円、23年度

が、先ほど報告しましたように約５億7,000

万円となっております。 

 

○今村薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 御質問の第１点目、温泉の掘削につきまし

ては、平成23年度が13件の掘削申請がありま

した。これは、例年と、ここ数年大きな差は

ございません。ですから、温泉を掘る許可申

請については、ほぼ横ばいであるということ

でございます。 

 それと、温泉の利用許可が見込みより減少

しましたという御報告をさせていただきまし

たが、23年度は33件でございました。前年度

もその程度でございまして、その前が大体10

0件前後あっていたのですが、３分の１程度

に温泉の利用許可が減少しております。これ

は、旅館とか公衆浴場の新しい許可申請がこ

のごろ少のうございまして、そういうことで

利用許可が例年より少ないという状況でござ

います。 

 ただし、新規申請が少ないので、廃業が目

立って多くなっているかというと、そうでは

ございませんで、大体施設数は、そこまで大

きな、深刻な減少傾向にあるという話ではご

ざいません。新規が少なくなっているという

状況でございます。 

 

○重村栄委員 まず、民生委員の件ですけれ

ども、県下全域でどうなのかよくわからない

ところがあるんですけれども、さっき申し上

げたように、民生委員さんの負荷が非常に高

くなってきているというのは多分、県下全部

一緒じゃないかなという感じがするんです

ね。 

 それと、特に独居老人のところに訪問した

りとか、いろんな活動をされる中で、いろん

な無理な注文も受けざるを得ないとか、どこ

までサービスしなくちゃいけないのかよくわ

からぬけれども言われるからしているとか、

ある面では、何かヘルパーさんみたいな使い

方もされるとか、そんな苦情も結構あるよう

でございますので、その辺のところを少し解

消していかないと、これから先も民生委員さ

んはなかなか受け手が見つからないという

か、受けてもらえても、なかなか苦労されな

がら職務を遂行されているという傾向がある

と思うので、そういった――民生委員さんに

なる方じゃなくて、民生委員さんのサービス

を受ける方、あるいはいろんなお世話をして

いただく方のほうにもいろんな啓発をしてい

かないといけないんじゃないかなという気が
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しますので、その辺は、細かな活動になるか

もしれませんけれども、ぜひやっておいてい

ただきたいなと、そういうふうに思います。 

 それから、生活保護の件ですが、本当に苦

しい人はしっかりと保護していかれなくちゃ

いけないというのは、これはもうみんなで守

っていかなくちゃいけないんですけれども、

やはり不正受給というふうな件に関しては、

やはり適正に、あるいは公平、公正にしてい

かないと周りの人が迷惑するので、いけない

と思うし――最近テレビのニュースか何かで

やっていましたけれども、近所の住民からの

通報に基づいていろんな調査をされて、張り

込みまでされているような、そういうことも

あっているようですけれども、余りそういう

ことは好ましくないことなので、受給される

ときにきちんと指導もしていって、余り不正

とかないようにしていただきたいなと思いま

すし、やはり悪質なものに対しては厳正に対

処するという姿勢はきちんとやっていただき

たいというふうに思います。 

 それから、特定疾患のやつ。これ、国は、

多分予算組むときに、いろんな各県あたりと

のヒアリングをしながら予算組んでいるんだ

ろうと思うんですよね。実態を把握しながら

予算をしているんだろうと思うんですけれど

も、その辺の把握の仕方に問題があるのかな

と。例えば、２分の１負担ですよね、国と県

と。それに乖離しているわけですから、やっ

ぱりヒアリングの時点での問題があるのかな

と。国が必要と認めない部分があって、県は

これだけ必要だと、ところが、国は必要じゃ

ないから予算が小さいということなのか、そ

こら辺がちょっと何か理解できないんですけ

れども、それ、どうなんですか。 

 

○池田和貴副委員長 国は確信犯ですよ。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 そこの、ヒアリ

ングについてはちょっと細かいところはわか

りませんが、これまでも全国知事会とか、全

国衛生部長会とか、いろんな場でそういう意

見が地方から出されて、実情はずっと国に伝

えてございます。ですから、把握が不十分か

どうかというのは、ちょっとよくわかりませ

んが、地方としては、できる限りの努力はし

ているというふうに理解しております。 

 

○林田健康福祉部長 この件につきまして

は、今課長申し上げましたとおり、いろんな

知事会とかでも議論がなされておりまして、

そういった実態は、国は把握しているという

ふうに思います。 

 23年度からだと思いますけれども、新たに

難治性疾患対策のあり方の検討チームという

のが副大臣をトップにできておりまして、そ

こで医療費助成のあり方も検討しますという

ことになっております。23年度から24年度に

かけてずっと検討されてきているということ

は事実でございまして、ちょっとこれをかな

り注目していかなければならないというふう

に思っておりますけれども、引き続き、要望

といいますか、意見はどんどん言っていかな

くてはいけないと思っておりますので、知事

会の場とかでも、また議論を起こしていきた

いというふうに思っています。 

 

○重村栄委員 私は、良心的に、ヒアリング

の時点の把握の仕方がと言ったんですけれど

も、ある面で――池田副委員長がちらっと確

信犯とか言ったんですけれども、どうもそう

いう傾向に感じるんですよね。国はわかって

いてつけていないと。知事会とかの要望が上

がっているのは私も承知していますけれど

も、そういうのが上がっているのは知った上

で、ある面では無視しているのかなと、そう

いう感じがしてしようがないんですよ。もう

少しきちんと国に言っていかないといけない

のかなという感じがしますし、だんだん県の

負担もふえてきているでしょう。こういう状
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況を見て、やはり今までどおりの対応でいい

のかなという疑問を感じますので、その辺

は、執行部の皆さん方も、執行部の皆さん方

できちんともう一度声を強く大きくして言っ

ていただきたいというのを思いますし、我々

議会としても、やはりこれは言っていかない

といけない問題かなという感じがしています

ので、また後日議会としての対応も考えてい

く必要があるかなと思っています。 

 ただ、このままずっと県の負担がふえてい

くというのは決して好ましいことじゃないの

で、そこら辺はやっぱりしっかりとした対応

をお願いしたいというふうに思います。 

 それから、温泉の件は、熊本が一生懸命観

光に力を入れようという中で、温泉は売りの

一つなので、減っているかどうか、ちょっと

心配だったので聞いただけでございます。特

段意図はありません。 

 

○池田和貴副委員長 今の特定疾患の医療費

の件なんですけれども、今部長の答弁にあっ

たように、今検討チームができております。

その中で、ちょっとどういう経緯になってい

るかわからないんですが、特定疾患の研究事

業に、今の疾患からさらに追加するという話

もたしか当初出ていたんだと思うんですね。

だとすると、さらに県の超過負担分がふえる

おそれというのも当然あるんだと思うんです

よ。 

 これも、私も、平成10何年かな、一般質問

してから、ずっと改善されないまま来ている

ので、どっかで抜本的に――全ての都道府県

が一緒のようなことになっているので、形式

的には、毎年、衛生部長会でも出されます

し、知事会でも出されますけれども、もう少

し何か知恵を絞るようなことも必要なのかな

という気はすっとですよね。 

 皆さんやっていらっしゃるかと思うんです

が、予算の範囲内という一言で、国は確信犯

でずっとやっているんだと思うんですよ。政

治のほうでも少し動いてみましたけれども、

結局制度をちょこちょこっといじられて、ど

のくらい減るかなと思ったら、全く減ってい

ないというのが現実でしたので、ぜひここは

頑張ってください。私たちも、それはやっぱ

り取り組んでいかんばいかぬと思っています

ので、よろしくお願いします。 

 

○西聖一委員 ３点お尋ねいたします。 

 特に福祉関係ですけれども、未収金対策で

大変力を入れて、収税専門官を、経験した人

を入れて未収金対策もしているようですけれ

ども、非常に相手方、社会的に厳しい方なの

で、その対策は苦慮しているのは十分わかっ

ていますが、その中でちょっと不思議に思っ

たのが、時効の中断措置という言葉が出てい

まして、できなかった件数が――例えば、附

属資料の35ページの子ども家庭福祉課で929

件という数字が出ていますけれども、この数

字が大きいのか少ないのかよくわからなく

て、逆に措置ができた件数はどれくらいある

のかというのと、18年度が、ほかの課もそう

なんですけれども、時効中断ができなかった

という件数が多いので、何か事務的にミスが

あったんじゃないでしょうけれども、何かあ

ったのかなとちょっと思います。それが１点

ですね。 

 それから、所在不明という処理をしている

のもあるんですね、不納の部分で。これはも

うやむを得ないということで事務的に不納に

するのは、これは仕方ないんですけれども、

最近所在不明の方が事件に巻き込まれている

例が多いわけですね。子供さんとか、特に。

これは、警察としっかり連携しながら、全国

的な情報共有をして、本当にいないのかいる

のかを、確認を突き詰めていかないと大変な

問題じゃないかなと今思うわけですね。です

から、これは県でやれということはとてもで

きないと思うので、国に対して、こういう情

報を共有して所在不明を絶対なくすような行
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政的な仕組みを申し出る必要があるんじゃな

いのかなというのが２点目です。 

 それと３点目は、繰り越しの事業で、15ペ

ージですけれども、障がい者支援課の事業を

繰り越していますけれども、これは、何かタ

イの洪水というのが理由に出ていますけれど

も、車両関係は少し納得できますが、施設関

係までタイの洪水が影響するのかなというの

と、それが全部基本的に天草に関係している

ので、天草の障害支援関係は、タイと何か連

携が、そもそもの素地があるんでしょうか。

ちょっとお聞きしたい。 

 

○井手順雄委員長 ２点目の質問は各課にま

たがりますけれども、どこに聞きましょう

か。 

 

○西聖一委員 部長でいいと思います。 

 

○井手順雄委員長 まずは子ども家庭福祉

課、お願いします。 

 

○山田子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 不納欠損の児童保護費負担金、18年度ので

929件とあります。件というのが、月ごとに

なしているものですので、929人というわけ

ではなくて、人数にすると96名。この18年度

が、ちょうどここ５年間の時効にかかります

もので、この年が非常に多く、ちょうど時効

が来たときなので多い数字になっています。

逆に言いますと、その前の17年度ですとか16

年度で、例えば17年度で95件というのは、時

効を１度中断しつつ、今年度、23年度に不納

欠損した部分になります。児童保護費負担金

の滞納者数が大体250人ぐらいですので、そ

れと、先ほどの96人というところとの比較か

と思っております。 

 また、行方不明の話についても少し――や

はり県をまたいで債務者が移動した場合に、

なかなか県のほうで把握しづらいというケー

スがありまして、それは多分どの負担金でも

同じだとは思っております。今効果的な対応

策というのは、すぐにはないんですけれど

も、問題、検討事項だとは思っております。 

 

○井手順雄委員長 続いてして、課長が。所

在不明、おたくが一番多かごたるけん。 

 

○山田子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課で、資料でいいますと、例えば附属資料の

21ページ、250人の中で所在不明が12名とい

うことであります。済みません、繰り返しの

答弁になってしまいます。県をまたいだ場合

の所在不明などについて非常に苦慮している

状況でございます。 

 

○西聖一委員 事務的に処理してしまうのは

本当、簡単なんですけれども、いろんな情報

の中で、児童相談所経由で、よくよく行って

みたら死んでいましたとか、結構多いんです

よね。やっぱり人の命がかかっている部分が

結構あるんじゃないかと思うんですよね。逆

に生き残ったとしても、そういう親を見て育

った子供は、ああ、借りても返さなくてもい

いということで負の連鎖になる可能性もある

ので、これはきちっと押さえていかないと大

変な問題かなと思うので、ぜひとも国に対し

てしっかり要求していければなと思いますけ

れども、何かされているのですかね。 

 

○伊藤政策審議監 政策監の伊藤でございま

す。 

 今の所在不明につきましては、警察等への

情報共有といいますか、そういう観点を見ま

しても、なかなか民事でございますので、ど

れだけ協力していただけるかわからないとこ

ろでございますが、できる限り他県も含めて

追跡調査については努力したいと思いますの

で、現時点で、なかなかよい手段というのは
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ないところだと思っております。 

 

○西聖一委員 警察は基本的に動けないです

よね、事件でなければ。だから、そこがもう

一番のネックとわかっているので、だから、

国に対してしっかり要求していかないといけ

ないと思うので、やっぱり動きをしてくれれ

ばと思いますので、お願いいたします。 

 

○西岡障がい者支援課長 繰越事業について

ですけれども、基本的には東日本大震災と、

それとタイの洪水というのが、15ページの天

草市の天草学園、それから苓北町の天草更生

園で上げてございますけれども、東日本大震

災で復旧資材が大量に東北のほうに行って、

なかなか資材が入手できなかったということ

が大半でございますけれども、タイとの関係

で言いますと、決して天草だからというわけ

じゃなくて、サッシとか、基礎資材がなかな

か入らなかったということで、工事がやはり

予定どおりいかなかったということで聞いて

おります。 

 

○西聖一委員 ということは、天草以外の施

設は全部年度内に繰り越さずにできたという

ことですか、それとも、この年は天草市しか

手が挙がらなかったんですか。 

 

○西岡障がい者支援課長 耐震化事業が４件

ございますけれども、そのうちの３件が、天

草が３件でございまして、結果的に天草のが

３件繰り越しになったと。それともう１件

は、11月補正で追加でした案件で、これは玉

名のほうですけれども、もともと工期が１年

ぐらいございましたので、耐震化事業が基本

的には23年度で終わりということで、基金を

有効に活用しようということで、最後に基金

が残った分について、玉名のほうに事業採択

をしたものでございます。 

 

○西聖一委員 土木部でもあったんですけれ

ども、部材の交換を検討するというあれは何

もなかったんですか。 

 

○西岡障がい者支援課長 一応当初計画どお

りでやりたいということで、３月末でぎりぎ

り間に合うかなということだったんですけれ

ども、４月末、それから５月の中旬以降、ぎ

りぎりで、そのくらいで一応でき上がってい

るといった状況でございます。 

 

○井手順雄委員長 前回、土木部のこういう

繰り越しの中の理由に、こういう、資材がな

かったけん延期になったというのはありませ

んでした。つけ加えておきます。 

 ほかに。 

 

○浦田祐三子委員 子ども未来課に不妊対策

事業についてお尋ねをしたいんですけれど

も、この事業の内容で、特定不妊治療に要す

る費用の一部を助成ということなんですけれ

ども、大体どのくらい助成されるのか、教え

てください。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 23年度から不妊治療助成が拡大されまし

て、１回につき15万円を限度にということ

で、１年目は年３回まで受けることができま

して、通算で10回、年にしますと５年間受け

ることができます。 

 

○浦田祐三子委員 先日も、ちょっとうちの

事務所にも連絡が、電話がかかってきてから

相談があったんですけれども、やっぱり子供

を望んでいるんだけれども、なかなか金銭的

な面で続いていかないということですので、

できれば、こういった声をしっかりとつない

でいっていただいて、子供を本当、切望され

ていらっしゃる方に対してそういう光を当て
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ていただきたいなと思いますので、引き続き

よろしくお願いいたします。 

 

○前田憲秀委員 今、浦田委員が御指摘され

た不妊対策事業のところなんですけれども、

6,100万円余りの不用額ということで、対策

事業の実績額が見込みより少ないということ

だったんですが、その事業、大体わかります

か、どんなことに幾らぐらい見込みが少なか

ったのか。説明資料45ページですね。 

 

○中園子ども未来課長 先ほど不妊対策事業

で主に残りましたという話をしましたけれど

も、23年度に拡大しましたときに、初年度が

３回というのが初めてありましたもんですか

ら、希望者が多いだろうということで多目に

組みました。想定よりは少なかったというこ

とで若干不用額が出ております。予算額とし

ましては、１億2,100万円組んでおります。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 では、これは、先ほどのお

金の補助事業の見込みが下回ったということ

なんですかね。不妊対策を、何か政策をやる

とか啓発をやるとかではなくて……。 

 

○中園子ども未来課長 補助額が想定よりも

下回ったということでございます。 

 

○前田憲秀委員 先ほど浦田委員も言われた

ように、非常にこのことに関してはナーバス

に悩んでいらっしゃる方がいらっしゃるんじ

ゃないかと思います。ですから、この補助額

があるのに実績を下回るということは、恐ら

くないんじゃないかなと思うんですよね。 

 ですから、例えば、市町村においても不妊

の相談窓口というのは、いろんな名前が、名

称がばらばらで、どこに尋ねていいかわから

ないというお話も聞いたことがありますし、

例えば、県庁のホームページで不妊治療、不

妊対策、不妊で悩んでいますと検索をしたら

何らかのアプローチができるような、そうい

ったのにもこのお金は使えないんですかね。 

 そこらはまた別として、ぜひ――実態は、

これだけ不用額が出ることはないんではない

かというふうに、私もいろんな方から御相談

受けて聞いておりますので、その調査もぜひ

しっかりしていただきたいというふうに要望

させていただきます。よろしくお願いしま

す。 

 

○早田順一委員 子ども未来課の関連でとい

うことでよかですか。 

 別冊の資料の20ページに未熟児養育の収入

未済額ということで、状況で、３番に非協力

的というのが29件中20件ということで、えら

いウエートを占めているなという思いがしま

す。これはどう解釈すればいいのかなと思っ

て、ちょっとお尋ねをいたします。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 お尋ねの20ページの３番の収入未済の状況

のところかと思います。 

 非協力的で20件とございますけれども、こ

れは、所在不明と違いまして、居どころはわ

かっていて連絡しているんですけれども連絡

がつかないと。電話しても出ないし、文書を

送って到着していることはわかっているんだ

けれども反応がないといったケースでござい

ます。そういうケースにつきまして、徴収促

進策のところに書いておりますが、勤務先へ

の電話催告といったこともいたしておりま

す。 

 

○早田順一委員 金額的には低いんですけれ

ども、例えば、前のページは、社会福祉課の

生活保護の返還徴収の中にも、３番に非協力

的ということで、60件で12件ほどございます

けれども、ここの徴収の対策の仕方とそれか
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ら子ども未来課の対策の仕方というのがちょ

っと何か差があるような感じがしたんですけ

れども、その点はいかがでしょうか。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課の関係

は、冒頭御説明申し上げたように、乳幼児医

療助成の手続をすると、基本的にとらない、

ゼロになるんですけれども、その手続をとら

なかったがために未収金が発生しているとい

うケースが幾つかございます。まずはその辺

の徹底をするということで私どもやっており

ます。 

 

○早田順一委員 例えば、払わない方が、こ

のお金を返さなくてもいいんだよと、蔓延し

ているというか、そういうことはあり得ない

ですかね。 

 

○中園子ども未来課長 返さなくてもいいと

いう雰囲気はないと思いますが……。 

 

○早田順一委員 でも、学校の給食費を払わ

ぬでもいいか、そんな感じでなっているんじ

ゃないかなと、ちょっと思ったもんですから

……。 

 

○中園子ども未来課長 この未収金の特徴と

しまして、生活が苦しいというのもあるんで

すけれども、とにかく病気の子供を抱えてい

て、日常の生活に追われているといったケー

スが幾つか見られます。ですから、納入通知

書を送っても、それを持って銀行に行くのが

なかなか大変とか、そういったケースも幾つ

かございました。それで、非常に血も涙もな

い対策なんですが、例えば、熊本市内に、日

赤病院なんかに出てこられるときに、面会に

行って、そこで現金でいただくとか、そうい

うことをやったケースもございます。 

 

○早田順一委員 51ページの民生費の社会福

祉施設費で2,651万1,000円の不用額が出てお

りますが、その理由で、一時保護所環境整備

事業の実績額が見込み額より少なかったため

と書いてありますけれども、これは、単純に

ＤＶが減ったと考えてよろしいんでしょう

か。 

 

○山田子ども家庭福祉課長 この2,600万円

余の不用額の内訳でございますけれども、１

つが、女性一時保護所における空調設備の改

修を予定していたものが、予定より安かった

というのが１点で、もう一点が、一時保護自

体の数が少なかったということの２点でござ

います。 

 

○早田順一委員 だから、ＤＶが減ったと考

えていいんですかね。 

 

○山田子ども家庭福祉課長 ＤＶの件数自体

は、まだ減っておりません。ふえておりま

す。ただ、その中で、一時保護所に入れる数

というものが予定より少なかったということ

であります。 

 

○早田順一委員 ということは、ＤＶはふえ

ているけれども、その一時保護の施設を利用

される方が減ったということですか。 

 

○山田子ども家庭福祉課長 ＤＶの相談件数

自体はふえておりますが、一時保護して保護

しなければいけないといったＤＶの重さ程度

の方が、23年度は予想よりも低かったという

ことであります。ＤＶとかそういうのは減っ

ておりません。一方、この一時保護して旦那

から引き離すといった件数が予想より少なか

ったと。 

 

○早田順一委員 離さなければいけないよう

なＤＶをされる家庭というか、そういうのは

減ったと思っていいんですか。 
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○山田子ども家庭福祉課長 予定の88％でご

ざいました、予想の。 

 

○早田順一委員 その推移というのはわかり

ますか。 

 

○山田子ども家庭福祉課長 一時保護件数で

ありますが、平成18年93件、１つ飛びます、

20年72件、22年83件、23年31件が一時保護件

数でございます。 

 

○早田順一委員 わかりました。 

 

○髙野洋介委員 別冊の21ページの児童保護

費負担金の未収のことなんですけれども、こ

れと、前の前のページの18ページの債務の否

認のことなんですけれども、これ、私、債務

の否認はかなり厳しいことだと思うんですよ

ね。結局債務が発生していても認めないわけ

ですよね。ということは、取るにも取れない

というような状況にあるんじゃないかなと思

っておりますけれども、その対策について、

個別の案件のことは要りませんけれども、ど

ういったことでこの債務の否認というものが

現状としてあるのかというのを、子ども家庭

福祉課と社会福祉課のほうにお尋ねしたいん

ですけれども……。 

 

○山田子ども家庭福祉課長 附属資料21ペー

ジの３の部分で、債務の否認250人中27名と

いうことであります。児童保護費負担金です

ので、例えば、児童虐待でしたりネグレクト

で子供を親から離して施設に入れると、施設

に入れるときに、やはり児童相談所と親との

認識にずれがあることがあります。一般的に

は虐待なんですけれども、本人は虐待してい

るつもりがない、しつけのつもりであったと

いった場合などに、負担金幾ら下さいと言っ

たときに、私は虐待もしていないのに子供は

引き離され、なおかつお金を取られるといっ

ても認めがたいということで、債務の否認と

いうことになります。こういった場合に、お

っしゃるとおり、なかなか徴収するのはかな

り困難なケースになります。 

 一方、親との関係を続けながら子供の将来

を考えるといったときには、完全にお金を取

りに行くというよりも、子供と親との関係を

児童相談所が残したほうが子供のためになる

のではないかというケースもございますの

で、おっしゃるとおり、この27件というのは

徴収は難しいケースだとは思います。 

 済みません、先ほど早田先生からの御質問

で数字を間違えました。平成22年と23年の一

時保護件数でございます。22年83件、23年、

先ほど31件と申しましたが、62件の誤りで

す。ただ、少し20件程度減っております。修

正いたします。 

 

○田端社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 社会福祉課のほうで債務の否認というのが

１件ございます。これは、生命保険に入って

おられた方で、重度の糖尿病にかかられて入

院をされまして、急迫の保護ということで保

護を開始したものでございます。生命保険が

あったということで、その辺の調査を保護開

始後に行っております。その生命保険が、本

人さんが被保険人ということで入っておられ

るんですけれども、保険金を受け取る方が、

実際は別れた元妻という方がいらっしゃっ

て、その方のほうにお金が行ったんだという

ふうに本人は主張しております。私どものほ

うは、いや、これはあなたのところに入った

んでしょうということで、返還徴収金の手続

をとっておるんですけれども、本人さんのほ

うは、いや、これは別れた妻のほうが全部お

金も払って、そちらのほうがお金はもらった

んだということで、そこが今債務の否認とい

う状態になっておりまして、これについて
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は、私どものほうの残りの12件の中の重要案

件ということで、今扶養義務者も含めて接触

に当たっているところでございます。 

 

○髙野洋介委員 恐らく取れないですよね、

取りにくいんですよね。ただ、ここを許して

しまうと、当たり前に払った人に対して説明

がつかないんですよね。よく行政等の中で私

感じるのが、ごね得をしたほうがいいんじゃ

ないかなという案件が結構あるんじゃないか

なと思っているんですよ。県民にもそういっ

た方々も中にはいるんじゃないかなと思いま

すので、やっぱりそういうそれぞれの事情が

あるにもかかわらず、払っている人のことを

考えると、きっちりここはいろんな形でやっ

ていかないと、そういうのが広がっていく

と、取れるものも取れなくなると思いますの

で、そこは、部長、やっぱりしっかり人員を

割いてでも――何かこれを見ると、人員の削

減が効果があったとか、そういう話も書いて

ありますけれども、そういうのじゃなくて、

しっかりそういったところには人も金もかけ

ながらやっていくというふうな形を今後つく

っていく必要があると思いますので、ぜひと

も部長初め皆さん方よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

 

○佐藤雅司委員 時間はとりません。３～４

点あるわけですけれども、最初の超過負担の

問題につきましては、各部あると思います。

これはもうずっと長年の懸案事項で、知事会

等でもいろんな話をされておりますので、ぜ

ひ、これは委員長一任でございますけれど

も、ぜひ委員会としてコメントを何か出しと

ったほうがいいんじゃないかなという、そう

いう気持ちでございます。 

 それから、生活保護費については、今議論

があっておりますけれども、偽装離婚という

のが私の近くのほうでも――実際は、確かに

法的には離婚しているけれども、もう事実上

の婚姻関係にあるような、そしていろんなこ

とをやっていらっしゃる人もいらっしゃるわ

けですから、そういったところもしっかり見

とかぬと、いわゆる生活の実態というものを

把握しとかぬと、日ごろからそうした情報を

とっとかぬと簡単にいかないなということで

ございます。 

 それからもう一つは、温泉の関係ですが、

温泉審議会というのがあると思いますが、ど

うも現地の調査というのが私は不足している

んじゃないかなと。実態に合わないといいま

すか、いろんな、例えば阿蘇地方について

も、かなり1,200平方キロというやつをどう

把握するかというのは、地元の振興局の保健

福祉環境部でもかなり把握には苦慮している

という状況は、私はあると思うんですね。 

 そこに出てくるのが、いろんな許認可の関

係です。いわゆる不法に掘削をすれば、そし

て口径が違うとか、いろんな諸条件を満たさ

なければ、それは当然また埋め戻すというこ

とになりますけれども、そうなれば、かなり

そこでトラブルが発生するということに対し

てどういうふうな――ただ申請を待っとっ

て、机に座っとって、申請があった、なかぐ

らいで話をしよると大間違いだと。やっぱり

いろんな情報体制といいますか、をとっとか

ないと、水の許可の話もありますけれども、

阿蘇あたりは火山にへばりついたようなとこ

ろですから、どこを掘っても、下手すると25

度ぐらいとがぱっと出ますもんね。それは、

法的には埋め戻さないといかぬということに

なるわけですけれども、そこ辺の区別もつか

ないということになって、後で大問題を起こ

すというケースが多々あるというふうに思っ

ておりますので、そうしたことの実態を温泉

審議会として把握されているかどうか、非常

に私は疑問に思っております。ただ単に、い

わゆる審議会が形骸化するのではなくて――

しっかりとしたことをやっぱりやっていかな
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いと、そこまでいっとりませんとか、それは

把握しておりませんとか、聞けば、審議が提

案したことだけであって、本当の中身に、そ

こまでいっていませんみたいな話がたくさん

ありますので、そうした精度を上げていかな

いといかぬのじゃないかなという感じがして

おりますので、そこはぜひ指摘しておきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それから最後に、これは、これだけは御答

弁いただきたいと思いますが、看護師さん等

の修学資金の未納について、未納が何人です

か、200数十万あると思いますけれども、未

納されているのは何人ですか。 

 

○三角医療政策課長 ８名でございます。 

 

○佐藤雅司委員 ８名ですか。 

 

○三角医療政策課長 はい。 

 

○佐藤雅司委員 ８名でちょっと安心しまし

たけれども、金額的には大きいんですが、い

わゆる天使のような皆さん方が就職をされ

た、今看護師は不足しておりますけれども、

就職をめでたくされて、しかし、その人たち

が、やっぱり自分たちが受けた、払わなきゃ

いかぬとを払わないと。何なのかなという、

やっぱりそういうところから――この、看護

師さんは女性が大体多いと思いますが、男も

おると思うんですが、これから母親になっ

て、いわゆる支払った扶助費の話もそうです

けれども、ちゃんとやっぱり払うという、く

せと言うとおかしかばってん、そういったも

のを植えつけていかないと、それは医療費で

ん何でん払わんちゃよかという話と一緒なの

で、そういうところから教育をしていかない

といかぬなという――我々はもう天使と思っ

ておりますけれども、何かそこ辺が、なぜな

のかという疑問は湧きますね。そこは要望で

結構でございます。 

 以上です。 

 

○東充美委員 ちょっと認知症の件で、こ

れ、認知症対策課ですかね。認知症対策と相

談対策事業というのと若年性の認知症対策事

業、29ページと30ページにわたっていますけ

れども、これは若年性という定義が何かある

かどうか、ちょっとお尋ねしたいんですけれ

ども……。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 通常認知症といいますと、65歳以上の高齢

者ということであります。若年性の方は、そ

の65歳未満の方、おおむね40歳から64歳まで

というふうに言われております。 

 

○東充美委員 今の実態といいますか、若年

性という、65歳以下、これはどのくらい把握

されていますか。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 実数

につきましては、ちょっと概算といいます

か、推計になりますが、本県においては、60

0人から700人というふうに推計しておりま

す。 

 

○東充美委員 相談対策事業という形の中

で、若年性と一般的な65歳以上と、その相談

のあれは分けてはいないんですね、対策事業

という形の中でやっていますけれども……。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 相談

については、特に分けてはやっておりません

が、ただ、若年性の方につきましては、やは

り高齢者の方と違いまして、例えば介護のケ

アをするときに、集団のプログラムではなく

て、一人一人の特徴に応じたプログラムが必

要であるとか、あるいは発症した方が仕事を
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持っていらっしゃる方が多いものですから、

その方に対するさまざまな就労面のサポート

ですとか、年金の手続等さまざまな手続が必

要になってまいります。したがいまして、相

談としては一緒にやっておりますが、特に若

年者については、しっかりとした対応ができ

るように私どもマニュアルのほうをつくって

おりまして、それを市町村ですとか関係の相

談機関のほうに配っておりまして、対応して

いるところであります。 

 

○東充美委員 私ども、認知症というのはも

う今我々もいつなるかわかりませんけれど

も、若年性というの600も700もおるという、

大変な数と思うんですけれども、実際上、ふ

えていっている状況ですかね、今の状況の中

では。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 済み

ません、数としては、今600、700というのは

推計で出しておりますが、経年的に変化とい

うのは、申しわけございませんが、ございま

せんが、ただ、認知症の方の数自体は増加し

ております。これはもう高齢化というのもあ

るんですが、もう１つ、認知症に対する認識

というのが県民の方の中にも広まってきた

と。若年性の方につきましても、今までは鬱

とか、そういう扱いをされていた方が、適切

な医療、診療を受けることによって、若年性

認知症ということで鑑別がなされるというこ

とで、数としては増加傾向にあるというふう

に考えております。 

 

○東充美委員 実際上、600、700ということ

ですから――1,359万ですかね、対策事業と

して。これ以上ふえるということであれば、

こちらの事業のほうにも、予算のほうも少

し、できたらふやしていただいきたいと要望

をしておきます。 

 あと１点ですけれども、昨年だったと思い

ますけれども、テレビでありまして、生ワク

チンと不活化ワクチンと――ポリオのことで

すけれども、これは政策課ですかね。今現状

で、多分、生ワクをお母さん方がどうしても

怖いというイメージがあって、金沢県か何か

で不活化ワクチンをやっているということ

で、熊本県もやってほしいなという話が出て

いたと思うんです。今現状どうなっています

かね。 

 

○一健康危機管理課長 ポリオにつきまして

は、子供さんに打つわけですけれども、生ワ

クチンと不活化ワクチンとあります。今まで

は、生ワクチンということで打って予防接種

しておりましたが、ことしの９月１日から、

不活化ワクチンについては、ポリオ単体のワ

クチンとして市町村のほうで打てる状態にな

っています。11月１日から、ポリオ以外、ほ

かの３種、合わせて４種類合わせました、ポ

リオも含めまして４種類のワクチンについ

て、不活化ワクチンということで11月１日か

ら打てると、予防接種ができるという状態に

今なっております。 

 

○東充美委員 ということは、もう一般的

に、お母さん方には大体市町村から通知が行

くんですかね。もう９月の件はいいですけれ

ども、11月ということで。だったら、９月だ

ったら、あと２カ月待ってから打とうかと

か、だから、単体で打たなくて４種というこ

とであれば、待つような形でもいいんですた

いね。 

 

○一健康危機管理課長 これにつきまして

は、予防接種法に基づく定期接種という位置

づけになりますもんですから、市町村が接種

主体ですけれども、対象の方には、予診とか

予診票みたいなやつも通知いたしまして、そ

の時期に来ていますよということで、市町村

のほうから該当者のほうにはお知らせしてい
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るというふうに思っています。 

 

○東充美委員 どっちにしても、いろんな形

で、生ワクが怖いというお母さん方からちょ

っと聞いとったんですけれども、熊本県でも

11月から４種でもできるわけですね、こうや

った形で、不活化ワクチンで。そういうこと

がわかればいいです。ちょっとそれを聞きた

かったもんですから。 

 以上です。 

 

○池田和貴副委員長 これは部長にお尋ねな

んですけれども、公共建築物等木材利用促進

法が施行されて、県も基本方針をつくられま

したですね。今回の９月議会で私も質問した

んですけれども、今年度中に県内全市町村が

基本方針をつくるということになりました。

知事が、木材利用の本部長としてやられてお

ります。そういった意味で、健康福祉部で

も、かなり福祉施設の補助が出るわけです

ね。この公共建築物等木材利用促進法の中

に、これは、こういう福祉施設は入っている

わけですよ。基本的、原則的に３階よりも低

層階については、基本的に木材を原則とする

ということになっています。今年度ぐらいか

ら、福祉施設等についても、木材の利用をし

やすいような制度改正も行われております。

そういったものを、部としてどういうふうに

今まで、この補助を出すときとか、取り組ん

でこられたのか、また、どういう成果があっ

たのか、その辺ちょっとお聞かせいただけま

すか。 

 

○林田健康福祉部長 今お話ありましたよう

に、本県でも木材利用促進計画というのを毎

年度つくっているというふうなことでござい

まして、私どもの部は、高齢者ですとか、障

害者、それから子供さん方の保育の施設と

か、やっぱり相当の施設整備を行ってきてお

りまして、そこで木材を使っていくというふ

うなことが考えられるわけでございます。 

 私どもは、毎年目標を設定しまして、ちょ

っと申しわけありません、その数字がちょっ

と把握できていないんですけれども、後ほど

ちょっとまた数字持ってきたいと思いますけ

れども、一応利用促進のための目標を設定し

た分については、達成をできているのではな

いかと思っております。 

 非常に木材というのは、高齢者の方々にし

ても、子供さん方にしましても、気持ちが和

らぐとか、いろんな面で大きな効果もあると

思っていますので、部としても、やっぱり施

設整備の折にいろんな説明会を事業者の方に

いたしますけれども、そういった木材を使っ

ていくようなことはお願いをしてきておりま

すけれども、今からもお願いしていきたいと

いうふうに思っております。 

 

○池田和貴副委員長 よくわかりました。ぜ

ひそこはお願いをしたいと思います。 

 ただ、実際に補助を出す段階で、例えば補

助要項ですとか、そういったところにどうい

うふうに記載をされていくのかとか、あと

は、実際の建築の際にどういうふうにやって

いくのかというと、実際の皆さん方の思い

が、現場の実行段階でどうやっていくのかと

いうのが非常にポイントになってくるんだろ

うと思うんですね。そこについてはぜひ考え

ていただきたいと思いますし、例えば床なん

かも、私は実際に施設の方から聞いたんです

が、床も、いわゆる木材を使った床のほう

が、高齢者施設とか転倒があったときに骨折

しにくいとか、いろいろそういういい面もあ

りますし、あと、これは学校関係で部屋の中

を木材でやったほうが、子供たちの精神的な

ものが安定するとか、インフルエンザの罹患

率が下がるとか、何かそういった研究結果も

発表されているようでございます。そういっ

たものもぜひ皆さん方のほうで見ていただい

て、実効性のあるような形でやっていただき
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たいと思います。 

 一応県内の市町村が今年度中に100％基本

方針つくりますので、やはり県とすれば、率

先的にそういうところはやっていただけるよ

うにお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

 

○井手順雄委員長 ほかに質問ございません

か。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○井手順雄委員長 なければ、これで健康福

祉部の審査を終了いたします。 

 これより午後１時20分まで休憩いたしま

す。 

  午後０時24分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時21分開議 

○井手順雄委員長 それでは、委員会を再開

いたします。 

 これより企画振興部の審査を行います。 

 まず、企画振興部長から総括説明を行い、

続いて担当課長から順次説明をお願いいたし

ます。 

 初めに、錦織企画振興部長。 

 

○錦織企画振興部長 こんにちは。企画振興

部長の錦織と申します。 

 それでは、私のほうから23年度決算の御説

明を申し上げたいと思います。 

 まず、その前に、前年度の決算特別委員会

におきまして御指摘をいただいております施

策上推進または改善を要する事項のうち、企

画振興部関係でございますが、その後の措置

状況につきまして御報告申し上げます。 

 前年度の決算特別委員会では、企画振興部

関係といたしまして２点の御指摘をいただい

ております。 

 まず、第１点目でございますが、｢県立劇

場については、駐車場入出庫時に渋滞が生じ

ていることから対策が講じられているが、利

用者の利便性向上のため、更なる改善に努め

ること｡」という御指摘をいただいておりま

す。 

 県立劇場の駐車場の出入庫時の渋滞対策に

つきましては、収容台数が限られております

ことから、基本的には自動車利用の抑制を図

るということでございまして、公共交通機関

を御利用いただくよう、主催者や県劇のホー

ムページ等を通じましてお願いしておるとこ

ろでございます。 

 また、入庫時の利用者の利便性向上のた

め、渋滞が予想される催し事の際には、職員

による誘導を行いまして、通常は490台のと

ころを最大570台まで収容可能となるよう努

めておるほか、両ホールにおきます公演時間

の調整等を通じまして、駐車場の混雑緩和に

努めておるところでございます。 

 今回の御指摘を踏まえまして、平成24年度

からは、出庫時の対策といたしまして、新た

に誘導員による駐車場内の誘導整理でござい

ますとかあるいは裏門を開放するといった措

置によりまして、さらなる渋滞改善に努めて

おるところでございます。 

 続きまして、第２点目の御指摘事項でござ

います。 

 電子申請システムの運営につきましては、

｢費用対効果は改善されているが、住民利便

性の向上や行政コストの削減を図るため、更

に県民に対する周知を徹底し、利用促進を図

ること｡」という御指摘をいただいておりま

す。 

 電子申請につきましては、県及び市町村向

けの新任者研修や利活用セミナーを開催いた

しますとともに、市町村の広報誌やホームペ

ージを通じまして、県民に対する利用促進を

図ってまいりました。 

 また、手続の所管課に対しましては、当該

システムの有効性を個別に説明いたしまし

て、あわせて様式作成の支援を行うなど積極

的に利用促進を進めております結果、利用者
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件数につきまして見ますと、これは年度を隔

てて定期的に多数の申請があるような入札参

加資格審査の申請を除きますと、平年度ベー

スで前年比約46％の増となっておりまして、

件数で見ると５万5,308件となっておりま

す。 

 今後とも市町村と緊密に連携いたしまし

て、利用促進に重点的に取り組むべき手続を

選定いたしますとか、あるいはチラシの作

成、配布、また各市町村のホームページのそ

れぞれの手続説明の箇所から簡単にアクセス

できるようなリンクを利用するといったよう

な各種の取り組みを着実に実施していくこと

によりまして、県民に対する周知を徹底いた

しまして、さらなる利用促進を図ってまいり

たいと考えております。 

 引き続きまして、23年度決算について御説

明申し上げます。 

 まず、お手元に配付させていただいており

ますこちらの決算特別委員会説明資料を１枚

お開きいただきまして、１ページ目、平成23

年度歳入歳出決算総括表につきまして御説明

申し上げます。 

 まず、歳入につきましては、収入済額14億

1,700万円余となっております。不納欠損

額、収入未済額はございません。 

 また、歳出につきましては、支出済額が54

億3,300万円余、不用額が２億4,800万円余と

なっております。不用額の主なものは、補助

事業の事業費確定に伴います執行残あるいは

経費節減等による執行残でございます。 

 詳細につきましては各担当課長から説明さ

せますので、よろしく御審議いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

○井手順雄委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いいたします。 

 

○坂本企画課長 企画課でございます。 

 決算状況の御説明に先立ちまして、本年度

の定期監査の公表事項について御説明いたし

ます。 

 企画課では「平成23年度に、私用中に大幅

な速度超過の交通法規違反が１件発生してい

る。職員の交通安全意識の高揚を図るととも

に、具体的な交通法規違反防止対策を講じる

こと。」との御指摘をいただいております。 

 措置状況といたしましては、これまでも全

職員に対し、さまざまな機会を通じて交通事

故防止、交通法規の遵守について注意喚起を

行ってきたところでございますが、今回の事

例の発生を受け、加えて緊急にビデオを利用

した研修を実施し、改めて注意喚起をしたと

ころでございます。今後も引き続き、交通事

故防止、交通法規の遵守について、職員に注

意喚起をしてまいります。 

 続きまして、企画課の決算状況につきまし

て、お手元に配付の決算特別委員会説明資料

により御説明いたします。資料の２ページを

お願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、使用料及び手

数料、財産収入及び諸収入、いずれも不納欠

損額、収入未済額はありません。 

 主な収入ですが、使用料及び手数料につき

ましては、銀座熊本館内に入居する社団法人

熊本県物産振興協会等からの使用料収入でご

ざいます。 

 また、財産収入につきましては、東京事務

所職員の借り上げ宿舎に係る職員負担分でご

ざいます。 

 次に、歳出について御説明いたします。資

料の３ページをお願いいたします。 

 予算現額９億円余に対し、支出済み額８億

4,700万円余となっております。なお、不用

額は5,200万円余でございます。 

 一般管理費につきましては、時間外勤務手

当特別配当分でございます。不用額はござい

ません。 

 次に、諸費につきましては、東京事務所職

員給与、管理運営費及び銀座熊本館改修に係
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る経費でございます。なお、不用額880万円

余は、経費節減に伴う執行残等でございま

す。 

 次に、企画総務費につきましては、企画課

職員給与費でございます。不用額は執行残で

ございます。 

 次に、計画調査費でございますが、これは

備考欄にあります「くまもとの夢」政策推進

事業、広域開発行政促進事業、くまもとの夢

４カ年戦略推進事業等に係る経費でございま

す。不用額4,300万円余の主なものにつきま

しては、地域づくり“夢チャレンジ”推進事

業で行う市町村や地域住民の自主的な地域づ

くりに対する補助と県が直接実施するアドバ

イザー派遣事業等の執行残でございます。 

 この地域づくり“夢チャレンジ”推進事業

は、平成23年度からの新規事業ですが、市町

村や地域住民等の自主的な地域づくり、例え

ば、移住、定住や交流拡大の取り組み、高齢

者の起業化などを支援するもので、平成23年

度は92件の申請があり、審査の結果、74件の

取り組みについて採択したところでございま

す。 

 新規事業であったことから、市町村等への

説明会を４月に入ってから行ったこと、ま

た、市町村を通しての間接補助事業のため、

各市町村では９月議会等で補正予算措置の対

応が必要であったことなどから執行残を生じ

たものですが、初年度としては一定の実績が

あったものと考えております。 

 また、地域づくり団体等から取り組みたい

と相談のありました案件については、次年度

の事業化に向け、必要に応じ県の直接事業で

アドバイザー派遣を行うなど、取り組みを進

めているところでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○津森地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 定期監査の結果につきましては、公表事項

はございません。 

 まず、歳入でございます。資料の４ページ

をお願いいたします。 

 手数料でございますが、不動産の鑑定評価

に関する法律に基づきます不動産鑑定業者登

録手数料でございます。不納欠損、収入未済

額はございません。 

 次に、国庫支出金のうち国庫補助金でござ

いますが、特定地域振興対策事業費補助につ

きましては、水俣・芦北地域の環境学習事業

などを実施する水俣・芦北地域環境フィール

ドミュージアムプロジェクト及び芦北町が実

施した水俣・芦北低炭素地域づくり推進事業

に対する環境省からの国庫補助金でございま

す。ともに不納欠損、収入未済額はございま

せん。 

 また、地方分権振興交付金につきまして

は、地方自治法施行60周年記念貨幣の発行に

係る総務省からの国庫補助金で、不納欠損、

収入未済額はございません。 

 続きまして、国庫委託金でございますが、

国土交通省からの土地基本調査委託金で、不

納欠損、収入未済額はございません。 

 続きまして、財産収入でございますが、万

日山にございます熊本市の排水管埋設などに

対する土地貸付料でございます。不納欠損、

収入未済額はございません。 

 次に、諸収入でございますが、貸付金元利

収入５億3,598万円余は、平成11年度から平

成17年度に貸し付けた地域総合整備資金貸付

金、いわゆるふるさと融資の回収金でござい

ます。不納欠損、収入未済額はございませ

ん。 

 続きまして、歳出でございます。資料の５

ページをよろしくお願いいたします。 

 まず、一般管理費につきましては、時間外

勤務手当で、不用額はございません。 

 次に、企画総務費でございますが、地域振

興課職員25名の職員給与費で、不用額は執行
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残でございます。 

 次に、計画調査費でございますが、備考欄

に記載させていただいております、ふるさと

づくり推進事業貸付金や土地利用対策事業、

水俣・芦北地域産業振興と雇用創出事業など

の執行経費でございます。不用額につきまし

ては、2,403万円余でございますが、これは

各事業の執行に際しての入札の執行残や経費

削減によるものでございます。 

 続きまして、企画施設災害復旧費でござい

ますが、万日山県有地につきまして、梅雨時

期の集中豪雨によりまして管理用道路のり面

が崩壊し、管理上支障が生じたため、原形復

旧工事を実施したものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

○草野文化企画課長 文化企画課でございま

す。 

 定期監査の結果について、公表事項はござ

いません。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 使用料及び手数料でございますが、これは

県立劇場の施設設備使用料、駐車場使用料等

でございます。予算現額と収入済み額との差

1,000万円余につきましては、当初の見込み

より利用が多かったため収入額を上回ったも

のでございます。 

 次に、国庫支出金でございますが、経済対

策の交付金収入による県立劇場や松橋収蔵庫

の改修工事の分でございます。予算現額に対

して収入済み額が2,100万円余の減額となっ

ておりますが、これは主に県立劇場の改修工

事額の減少に伴い交付額も減少となったもの

でございます。 

 次の繰越金でございますが、県立劇場施設

整備等の繰越金収入でございます。 

 次の諸収入でございますが、世界文化遺産

登録推進事業の市町村負担金等でございま

す。 

 次に、歳出でございますが、７ページをお

願いいたします。 

 企画総務費は、職員20人の職員給与費で、

不用額42万円余は執行残でございます。 

 次に、計画調査費でございますが、博物学

関係資料活用・学習支援事業、博物学関係資

料収集等事業、熊本県芸術文化祭推進事業等

の執行経費でございます。不用額の4,500万

円余は、主に県立劇場改修工事の入札残や事

務経費の節減などによる執行残でございま

す。 

 次に、教育費の文化費は、世界文化遺産登

録推進事業の執行経費で、不用額の500万円

余は経費節減に伴う執行残でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○福山川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。 

 定期監査の結果については、公表事項はあ

りません。 

 歳入でございますが、８ページをお願いい

たします。 

 財産収入、繰入金、いずれも不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 主な収入は、繰入金１億3,731万円余であ

ります。これは、五木村振興に係る事業の財

源に充てるため、五木村振興基金から一般会

計に繰り入れたものでございます。なお、繰

入金における予算現額と収入済額との差4,57

3万円余につきましては、五木村振興事業計

画の変更に伴い、繰入金額が減少したもので

ございます。 

 次に、歳出でございますが、９ページをお

願いいたします。 

 予算現額４億6,260万円余に対し、支出済

み額４億1,554万円余となっております。不

用額は4,705万円余でございます。 



第５回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成24年10月22日) 

 - 38 - 

 下から２段目の企画総務費は、職員給与

で、不用額10万円余は執行残でございます。 

 次に、計画調査費でございますが、主な事

業は、川辺川ダム事業をめぐる諸問題解決の

ための総合調整や五木村の振興を図るための

県の事務費に充てる川辺川ダム総合対策事

業、ふるさと五木村づくり計画に掲げる村事

業の経費に充てる五木村振興交付金交付事業

などでございます。不用額は、五木村振興交

付金交付事業における村の事業計画の変更に

伴う執行残でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 まず、定期監査の結果につきましては、公

表事項はございません。 

 説明資料の10ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。不納欠損額及び収入未

済額はございません。内容を御説明いたしま

す。 

 まず、使用料につきましては、阿蘇くまも

と空港内格納庫の使用料でございます。 

 次に、財産収入でございます。これは阿蘇

くまもと空港周辺県有地の貸付料及び熊本空

港ビルディング等からの配当金収入でござい

ます。 

 次に、諸収入でございます。これは空港環

境整備事業に対する助成金及び八代・天草架

橋建設促進期成会からの負担金等でございま

す。 

 次、歳出でございます。11ページをお願い

いたします。 

 予算現額10億1,500万円余に対し、支出済

み額10億800万円余、残りは不用額及び執行

残でございます。内容を説明いたします。 

 まず、一般管理費につきましては、時間外

勤務手当で、不用額はございません。 

 次に、企画総務費でございます。交通政策

課18人分の職員給与費で、不用額は執行残で

ございます。 

 次に、計画調査費です。これは、地方公共

交通対策事業、阿蘇くまもと空港国際線振興

対策事業等の執行経費でございます。不用額

の560万円余につきましては、入札や経費節

減等に伴う執行残でございます。 

 次に、港湾建設費でございます。これは有

明海自動車航送船組合新船建造支援事業につ

いての執行経費でございます。不用額はござ

いません。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○古谷情報企画課長 情報企画課の古谷でご

ざいます。情報企画課の決算状況について御

説明をいたします。 

 決算状況の御説明に先立ちまして、本年度

の定期監査の公表事項について御説明をいた

します。 

 情報企画課では「県市町村共同利用型地理

情報システムの構築及び運用業務委託契約に

関する債務負担行為書、施行伺い、入札関係

書類、支出負担行為書等を綴じた簿冊を紛失

している。紛失原因を明らかにし再発防止対

策を講じるとともに、今後、熊本県行政文書

等の管理に関する条例等に基づき、行政文書

を適切に管理すること。」との御指摘をいた

だいております。 

 措置状況といたしましては、会計関係書類

のみならず、行政文書については、引き続き

所定の場所に保管をし、一括管理を徹底する

とともに、決裁処理のため会計課へ簿冊を持

ち込む場合は、持ち込み日や返却日を一覧表

により管理をし、簿冊の所在を明確にする

等、再発防止に取り組んでいるところでござ

います。今後、さらに行政文書の適正な管理

に努めてまいります。 

 続きまして、決算状況について御説明いた

します。資料の12ページをお願いいたしま
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す。 

 まず、歳入について御説明をいたします。 

 歳入については、不納欠損額、収入未済額

ともにございません。歳入の主なものについ

て御説明いたします。 

 まず、配当金収入でございますが、天草ケ

ーブルネットワーク株式会社への出資におけ

る剰余金の配当でございます。 

 次に、共済組合収入でございますが、これ

は共済組合及び互助会から委託されておりま

す電算処理業務に係る経費の負担金でござい

ます。 

 次に、共同システム運営受託収入でござい

ますが、県と市町村が共同で運用いたしてお

ります電子申請システム及び汎用型地理情報

システムに係る経費の市町村負担金でござい

ます。 

 次の13ページをお願いいたします。 

 まず、市町村精算返納金でございますが、

山都町が整備した携帯電話等エリア整備事業

における国庫補助金の一部を国に返還するた

めに受け入れたものでございます。 

 次に、雑入でございますが、これは企業局

並びに病院局の庁内情報システム利用に係る

負担金及び庁内イントラネット等への企業広

告収入でございます。 

 資料は14ページをお願いいたします。 

 次に、歳出について御説明をいたします。 

 まず、一般管理費につきましては、時間外

勤務手当、これは特別配当分ですけれども、

不用額はございません。 

 次に、人事管理費でございますが、備考欄

にありますホストコンピューターの運営、管

理を行います電子計算管理運営事業、職員グ

ループウエアの構築等を行います庁内情報基

盤管理運営事業及び職員認証基盤システムの

管理運営等を行います電子県庁構築事業等に

係る経費でございます。不用額の3,240万円

余につきましては、電算処理業務委託あるい

は職員グループウエア構築等における入札執

行残及び経費節減等によるものでございま

す。 

 次に、企画総務費につきましては、情報企

画課職員20人分の給与で、不用額は執行残で

ございます。 

 次に、計画調査費でございますが、備考欄

にあります熊本県総合行政ネットワーク管理

運営事業等に係る経費でございます。不用額

2,300万円余につきましては、県庁及び各地

域振興局をつなぐネットワークの運用、保守

等における入札執行残及び経費節減によるも

のでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○池田統計調査課長 統計調査課です。 

 まず、定期監査の結果については、公表事

項はありません。 

 15ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、資料の15ページ上段

の国庫支出金は、統計調査に係る国からの委

託金でございます。いずれも不納欠損額及び

収入未済額はございません。 

 次に17ページ、諸収入は、雑入、年度後返

納でございます。雑入については、労働保険

料還付金、年度後返納につきましては、職員

の扶養手当、住居手当の返納でございます。

いずれも不納欠損額及び収入未済額はござい

ません。 

 続きまして、歳出をお願いいたします。18

ページをお願いします。 

 統計調査費でございますが、２段目の統計

調査総務費は、職員33名の給与費などでござ

います。なお、不用額422万8,000円は、人件

費の執行残及び経費節減に伴う執行残でござ

います。 

 委託統計費は、国からの委託統計調査の執

行経費でございます。なお、不用額555万4,0

00円は、経費節減に伴う執行残でございま

す。 
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 単県統計費は、推計人口調査などの県単独

の調査及び統計年鑑等の刊行物の作成に要し

た経費でございます。なお、不用額93万5,00

0円は、経費節減に伴う執行残でございま

す。 

 以上が統計調査課分でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○井手順雄委員長 以上で説明が終わりまし

た。 

 質疑を受けたいと思います。質疑はありま

せんか。 

 

○西聖一委員 ２点お尋ねいたします。 

 まず、９ページの川辺川ダム総合対策課で

すけれども、五木村の再建対策に対しまして

は本当に頑張っていただいていると思います

が、執行残も残っているようなので、そこは

どうなのかなと思いますけれども、計画は順

調にいっているのかというのと、バンジージ

ャンプがことし大変有名になりましたけれど

も、これはことしの予算かもしれませんが、

そういうのを含めて振興方策が順調にいって

いるかどうかをお聞きしたいのが１点です。 

 それからあと１点は、14ページの情報企画

課ですが、今、遠隔操作などで大変問題にな

っていますが、この事業概要の庁内情報基盤

管理運営事業では、基本的にはウイルス対策

をしていると思いますけれども、こういう突

発的な予算についても、この通常の委託か

な、設定範囲内でちゃんとやるのか、それと

も、もし突発的に出れば、また新たに予算を

追加してそういう対策をとるような仕組みに

なっているかどうかをお聞きしたいと思いま

す。 

 

○福山川辺川ダム総合対策課長 まず、執行

残の約4,500万の話ですが、年度内の状況の

変化ということで幾つか申し上げますと、23

年度に小規模多機能型の居宅介護事業所を開

設する予定でありまして、これは当初、村の

社会福祉協議会が設置するということで、村

の負担金として1,500万程度用意をしてあり

ました。そこに、人吉市の民間事業者が設置

をするという話が持ち込まれましたので、民

間の介護事業所が設置されるということで村

の負担金が不用になったということが１つ。 

 それから、キクラゲの菌床キノコ生産施設

を整備する計画がありまして、これは地元の

農業者の方が経営をし、地元の方を雇用する

ということで、村が助成金として980万程度

予定しておりました。これにつきましても、

計画を進めていったんですが、途中でその方

が辞退をされたということで、ほかの方を募

集したんですが、結果的にできなかったと。 

 そのほか、旧五木村小学校の周辺整備とい

うことで、これはソフト事業に関連した廃校

を活用した交流館の整備、これが、話し合い

がおくれたということによって繰り越しにな

ったというようなことが主な要因になってお

ります。 

 毎年度、前年の10月には村と県と十分協議

をして予算を立てていくわけですが、村の自

主性には配慮しながらも、より精査をして、

この予算との差を埋めていきたいというふう

に考えております。 

 それから、五木村の地域振興の状況がうま

くいっているのかというお尋ねについてです

が、なかなか成果を数値であらわすのは難し

い面がございます。１つ、観光の入り込み客

数、これについて、平成19年で７万6,000人

であったものが、現在16万人程度まで上がっ

てきております。これは数字で見える部分で

すが、ほかの点については、所得とかあるい

は農林業の生産額とかあるいは人口の問題と

か、そういったものにつきましては、いろい

ろと試行錯誤して今から――25年度に計画の

見直しがございますので、それに合わせて考

えていきたいと思っております。 

 23年度の成果といいますか、申し上げます
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と、働く場づくり、暮らしづくり、ひとづく

りという３つの柱を立てておりますが、働く

場づくりにおいては、体験型の観光――コン

ニャクづくりであったり、シイタケ収穫、ト

レッキング等、これを約800名の観光客の方

が来られると。20プログラム、38回実施とい

うことで、非常に急速に体験型の観光が進ん

できたということが言えると思います。 

 それと、暮らしづくりにつきましては、先

ほど申し上げた民間事業者による小規模多機

能型居宅介護施設の整備が行われたというこ

とで、ヘルパーさんも、同時に村で講座を開

講し、11名のヘルパーを養成と。お年寄りの

方が安心して住めるように徐々に整備されて

いると思っています。 

 最後に、ひとづくりですが、これは、五木

村の複数の地区に入り込んで、専門家の方を

招いて地域住民と話し合いをしながら、加工

品づくりや、例えば昔話の編さんをして子供

たちに教えていくといったような、村民の自

主的な取り組みが進んできていると考えてお

ります。 

 最後に、バンジージャンプの件ですが、バ

ンジージャンプにつきましては、８月27日か

ら９月２日まで１週間、試行的に今年度実施

をしております。東京や大阪から173名の方

が実際に飛ばれたということで、非常に全国

的にもマスコミにかなり紹介をしていただき

まして、成功したというふうに思っておりま

すが、その間、村内の物産館とかレストラン

ではお客さんがふえております。その効果は

あったと思いますが、バンジージャンプ自体

での収益、これは、今回は試行ということで

民間会社に全て収益が行っていますので、今

後継続してやっていくためには、何らかの母

体が村の、例えば観光協会とかが母体になっ

て、そのバンジージャンプだけの部分を委託

して収益を上げていくような、そういうこと

を今、村のほうで検討をされております。将

来に向けて継続していきたいという状況であ

ります。 

 以上です。 

 

○古谷情報企画課長 セキュリティー対策に

ついての御質問かと思います。 

 情報企画課のほうでは、現在、そういった

不正アクセスについては、ファイアウオール

ですとか、不正侵入防止のシステムですと

か、そういったことで対応しているというと

ころでございます。 

 それで、実際にそういったことで防いでは

おるんですけれども、最近話題になっていま

す標的型のメール、こういったものについて

も一応防ぐような措置はとってはいるもの

の、実際にそのメールは職員のほうには届く

のかなというふうには思っております。た

だ、現在、啓発を事あるごとにしておりまし

て、添付書類は開かないようにということで

啓発をしております。 

 実際、その監視ということについては、現

在、ネットワークについては24時間365日監

視しているということで、どういった状況が

起こるかというのはちょっと想定できないん

ですけれども、そういった中での監視という

のは現在やっているという状況でございま

す。 

 

○西聖一委員 五木村については、今詳しく

説明がありましたので、本当御苦労ですけれ

ども、頑張っていただきたいと思います。 

 情報課については、もし突発的な対策が必

要な場合は、やっぱり補正でするのか――普

通、業務委託するときは年間契約でやってい

ますから、その保守範囲内でやるのかどう

か、それをちょっとお聞きしたいんですけれ

ども。 

 

○古谷情報企画課長 実際にどういったこと

が起こるかというのはなかなか想定が難しい

のですけれども、現時点で起こり得ることを
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想定した場合に、基本的には不正侵入という

のは防げるというふうには、我々としては、

現時点では、今の技術で考えられることにつ

いては措置をしているということでございま

して、例えば、標的型のメールが実際に入っ

てきてパソコンがそのウイルスに感染したと

いうようなことになりますと、実際にそのパ

ソコンに対して、ウイルスソフトは入れてお

りますので、それに対して措置をする、ウイ

ルスのソフトでもって対応しなきゃいけない

んですが、それが例えばメールでどこかに出

ていくということになりますと、それから先

またいろんなことが起きてくるということに

なります。 

 そういったことで、現時点では、イントラ

内のシステムが何か支障を起こした場合は、

その監視する中で対応したいというふうに考

えておりますが、実際何か起こるということ

になりますと、また委員おっしゃるようなこ

とが出てくるかもしれませんけれども、現在

はそういったことは想定していないという状

況でございます。 

 

○東充美委員 11ページの、これは交通政策

課にちょっとお尋ねいたしますけれども、阿

蘇くまもと空港国際線振興対策事業というん

ですけれども、この事業の中身等がもう少し

わかれば教えていただきたいと思います。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 国際線振興対策事業のこの金額は、私ど

も、熊本県内で、知事を会長にしまして、県

内の各市町村、それから行政、経済団体等の

県の関係団体といいますか、そういう団体、

全部で約79団体ですか、その団体で国際線の

振興協議会というのをつくっておりまして、

県の負担金は全額その協議会の負担金でござ

います。 

 その協議会で、じゃあ何をやっているかと

いいますと、私ども、定期便、アシアナ航空

週３便、それを何とか利便性を高くしたいと

頑張っているところでございますが、主に団

体利用者、アウトバウンド、県からの利用者

に対する一部支援。具体に言いますと、23年

度でいきますと、団体10人以上で行きますと

お１人様5,000円の支援を差し上げるという

のが一番、金額的には多うございます。あと

はチャーター便に対する助成金、これは便当

たり10万円程度でございます。 

 それから、あと修学旅行なんかをどんどん

ふやしていこうという働きかけ等を、この協

議会の中でさまざまな取り組みを差し上げて

います。あとは、最近のやつでいきますと、

駐車場の無料化に対する支援、主だったとこ

ろは以上でございます。 

 

○東充美委員 今チャーター便と言われたけ

れども、これはアジアだけなのか、チャータ

ー便の便数として今、年間どのくらいある

か、ちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

 

○中川交通政策課長 23年度は、たしかちょ

うど40便でございました。主なところは、台

湾が半分ぐらいございまして、残りは中国と

か――今、定期線が飛んでいる韓国のほうは

非常に少のうございます。臨時的に釜山があ

ったりするぐらいで、残りはハワイとかヨー

ロッパとか時々あるぐらいでございます。大

体約40便だったと記憶しています。 

 以上でございます。 

 

○東充美委員 今のは23年度。 

 

○中川交通政策課長 23年度でございます。 

 

○東充美委員 ここ５年間ぐらいで、チャー

ター便のその便数はふえているのか。それ

と、今年度はこういう日中間とか日韓の問題
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が起きているので、現状はどうか、ちょっと

お尋ねします。 

 

○中川交通政策課長 チャーター便につきま

して、リーマン・ショックが起こった平成1

8、19ぐらいまでは、大体今と同じ程度、40

強ぐらい飛んでおりましたが、その後、円高

がずっと続いた結果、もう20便台とかに低迷

しておりました。23年度ぐらいから少しふえ

まして、24年度も、現時点では、夏に台湾と

の間で初めて16便という連続チャーターが実

現しております。この成果で、昨年度の――

まだ半期しか終わっておりませんが、24年度

は23年度の通年分に近づくぐらいの便数が今

できています。この後も、もう何便か予定

が、チャーターがございまして、現時点でそ

のチャーター自体をキャンセルするというよ

うな話はございません。 

 以上でございます。 

 

○東充美委員 どっちにしてもずっとふえて

きているし、今の日韓とか日中、あるいは日

台のいろんな経済状況等もありますし、政治

的な問題もありますから、この振興事業がこ

れ以上、何といいますか、綿密にやっていた

だけたらと思いますし……。 

あと１点よろしいですか。 

 10ページの財産貸し付けの土地貸付料のと

ころで、これは900万ぐらい貸付料が収入と

して入っていますけれども、これは土地の貸

付料と思うけれども、大体具体的にどのくら

いの面積があって――空港関連という形です

から、ちょっと具体的にもう少し教えていた

だきたいなと思います。 

 

○中川交通政策課長 土地の貸付料につきま

して、まず、面積というよりも、貸し付け

先、件数でいきますと、すぐ横に防衛支局の

高遊原分屯地がございまして、そこへの――

あれは隊員の、隊友会に貸し付けだったです

かね、駐車場の貸し付け。それから熊本空港

ビルディング自体への貸し付け、それから九

州電力等の、これはあんまり金額は大きくな

いんですが、電柱とか立てるスペースに対す

る貸し付けでございまして、一番金額的に多

うございますのは空港ビルディングに対する

貸し付けでございます。空港ビルディングに

対する貸し付けも、職員駐車場用が一番大き

ゅうございます。面積的には5,000平米強、

予算的には170万強となっております。 

 以上でございます。 

 

○髙野洋介委員 企画課の３ページの夢チャ

レンジについて少しお尋ねしますけれども、

92件あって74件ということは、18件はだめだ

ったということなんですけれども、まず74件

のうちで市町村分が何件なのか、民間が何件

なのか。18件だめだったやつの、まず線引き

の基準と、18件だめだったという理由と、そ

の18件のうちに市町村分が何件かというの

と、民間分が何件かというのをお尋ねしま

す。 

 

○坂本企画課長 企画課です。 

 若干数える時間が――済みません、どうい

う判定をしているかといいますと、庁内で総

合推進会議という、関係部局の政策審議監が

集まって会議がございまして、そこに申請書

類を出しまして協議をして、そこで判定、マ

ルとかバツとかいう形になります。 

 その明確な基準というのは、実は23年度、

初年度でしたものですから、それぞれその場

で協議しながら決めていくというような実態

でございます。もともとの要項から外れてい

るとかいうようなものについては事前に調整

をしますので、きちっと申請できるところま

で行っておりますけれども、その事業が、実

際やってみて、本当に熟度があって、実際効

果が出そうなのかどうかというのをみんなで

議論をするというような形で検討していくこ
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とになります。 

 その中で、実際、市町村が何件かと――74

件のうちに市町村が32件になります。それ以

外は地域の団体ということになります。で、

その外れたもの、アウトになったものが、今

ちょっと情報がないものですから、市町村が

何件で民間が何件かというのはちょっと今数

えられない状況でございます。済みません。 

 

○髙野洋介委員 わかりました。 

 これですね、私、いろいろな人たちの話を

聞いたら、要は、この事業に手を挙げられる

ところは、中山間地や山間地、過疎のところ

が割と多いようなことを聞いているんですよ

ね。そこの方々が言われるのが、まず、使い

勝手がいい部分と悪い部分があって、非常に

悪い部分が目立つという話を聞いているんで

すよね。 

 ですから、本当に地元の方々の意欲を増す

ためには、ある程度の条件を少し緩めながら

やっていく必要も当然あるでしょうし、反

面、あんまり緩くし過ぎると、自分たちが勝

手に使っていいような政策じゃないわけです

から、そこはきちんと結果を望まなければい

けないんでしょうけれども、田舎の方々が言

われるのが、単年単年で考えられても、自分

たちにはもう少し長い目でいろいろなことを

見てほしいというような部分をよく耳にする

んですよ。 

 もし、皆様方の中で、そういったされてい

る事業の中で、そういう要望とかは上がって

きていませんか。 

 

○坂本企画課長 企画課です。 

 もともと昨年スタートした段階で、３億円

という事業規模で、２億4,000万が補助金、

そして6,000万円が庁内直接事業ということ

で、6,400万という非常に大きな額の補助金

ということで、かなり我々も力を入れて市町

村あるいは民間の方々にお知らせするという

努力をした中に、かなりの、間口の広い事業

ですという宣伝をしてまいりましたので、例

えば手を挙げると何でも通るのではないかと

いうのが先に先入観としてあったというのは

事実です。そういう意味で、かなり結果的に

厳しいという評価がありました。 

 ただ、我々は、補助金ですので、ある一定

の成果を求めるということで、基準を緩くす

る――間口は非常に広い、いろんなことに関

して手を挙げられる事業なんですが、基準自

体をそう緩めるということがなかったもので

すから、結果的には厳しいというお話をいた

だいた部分はあります。 

 ただ、そういうところにつきましては、例

えば、今年度はアドバイザーを入れて、来年

に向けて頑張ったらどうですかとかあるいは

ほかのこんな事業をチャンレジしてみたらど

うですかとか、そういったアドバイスをする

ことで次の年につなげて、ことしまた出てき

たりとか、申請があったり、あるいは去年は

申請ができなかったけれども、そういうアド

バイザーを派遣することによってことし新た

に申請が出てきたりというようなこともあっ

ておりますので、我々も、できる限りの支援

をしていきたいと思っているところです。 

 

○髙野洋介委員 先ほど課長が言われました

ように、いろんなアドバイスをやっぱり民間

の方にはやっていかないと、まずどういうふ

うにすればいいのかがわからない人たちが多

くて、特に手を挙げられる方々は、やっぱり

高齢者になってからのほうが多いと思うんで

すよね。ですから、そういったところで、ま

ずスタートラインからのアドバイスなんか

も、振興局等々を通していろいろアドバイス

をしながらしていかないと、これがなくなっ

たら――やっぱり地域のコミュニティーとか

そういうのも薄れつつありますので、そこは

しっかり、これは大事な私は政策だと思いま

すので、そこはしっかりやりながら、あと隣
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接する市町村でやるのかとかいうのだった

ら、多分予算がまた必要な部分が出てくると

思いますので、そこはやっぱりある程度の予

算を確保しながら、これはもっと大きな予算

が必要だと思ったなら、大きい枠で補助をし

てあげるとか協力をしてやるとかいうような

目線も入れながら、ぜひ今後ともやっていた

だきたいと思っております。もう要望で構い

ませんので。 

 

○早田順一委員 今、髙野委員のほうからも

おっしゃいましたけれども、私も、この地域

づくり“夢チャレンジ”推進事業というのは

大変期待をしております。 

 それで、１つが、国の補助とか県の補助と

か、これ以外の関連する補助があると思いま

すけれども、それと併用ができるのかどうか

が１点と、それから、先ほど74件の中で市町

村が32件でその他が民間とおっしゃいました

けれども、結局、流れとしては、地域の団体

が市町村に要望して、市町村が地域振興局に

それを上げて、そこで練ってそちらのほうに

行っていると思いますけれども、最初の事業

ということで、その辺の地域振興局とのやり

とりというのがどこまでできていたかという

のがわかりませんけれども、ある程度地域振

興局の中でも、恐らくその企画力というか、

そういうので多少は差があったのではないか

なという思いがしておりますので、その点い

かがだったでしょうか。 

 

○坂本企画課長 企画課です。 

 補助金の併用ということは考えておりませ

ん。できないことになっています。 

 それと、地域振興局ごとに差があるかとい

うことでしたかと思いますが、振興局ごとと

いいますか、当然掘り起こしをかなり仕掛け

ていきまして、地域に入って、どういうニー

ズがあるのか、その人たちが何を求めている

のかということで支援をしていきます。先ほ

ど髙野先生からお話がありましたような形で

入り込んでいくという場面が非常にございま

す。 

 そういう意味で、その実態は、市町村の職

員がかなり民間の方々とやりとりをするとい

うこともあって、市町村によっては、今回申

請――今まで、ことしも含めまして２年間で

申請がゼロというような市町村もございま

す。そういうところには、かなり我々の課か

らも行っておりますし、振興局からも行っ

て、こういう事業内容、趣旨を伝えて、やり

方を伝えて、効果があった先行している事例

とかをお伝えして、今また回っているという

ような状況でございます。 

 

○早田順一委員 その市町村というか、民間

に入り込んで県のほうがされるということ

で、昔、卓越のむらづくりというのがありま

したけれども、あのときは物すごく中に入り

込んで、２カ月に一遍ぐらいその団体に来ら

れて一緒に協議を――職員の方がですよ。さ

れていたことがございました。今の地域づく

り“夢チャレンジ”推進がどこまで踏み込ん

でおられるかわかりませんけれども、過去の

そういった例というのが非常に私はよかった

という思いがございますので、それぐらい踏

み込んでぜひやっていただければというふう

に思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○佐藤雅司委員 ３点お尋ねいたしますが、

まず情報企画課。 

 携帯電話の事業なんですけれども、まだま

だやっぱり難視・難聴地域がたくさんあるな

というふうに感じておりますが、平成21年度

のいわゆる経済対策で出ましたあれでかなり

カバーができたというふうに思っておりまし

て、非常によかったなというふうに思ってお

ります。 

 しかしながら、まだまだ――県の施設も阿
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蘇にあるわけですが、県の施設も携帯電話が

通じなかったというところもあって、そこは

解消しました。しかし、いろんな地域が、山

陰になったりして、非常にまだまだ聞こえな

いところもありますので――それから、テレ

ビの話も一緒なんですけれども、難視地域も

ですね。そこは、高性能アンテナとか、それ

から、ひどいところ、ひどいというか、アン

テナ組合なんかを自分たちでつくっている。

新しくそこに住む人は30万ぐらい出さないか

ぬとか、そんなところもあったりして、非常

にこの時代に本当にそうなのかなと疑うよう

な地域もありまして、その辺の事業の状況を

ちょっと教えてほしいということです。 

 それからもう１つ、文化企画課。世界遺産

登録の市町村負担金もこの中に入っているよ

うですが、今のところどの辺を――どうでし

ょうか、東京が最終のゴールならば、どこ辺

ば行きよるとかな、大阪まで行っとっとかな

と、もうやがてゴールに近いのかなと。 

 私は、この世界文化遺産というのは、熊本

でも何カ所かありますけれども、やっぱり内

側の問題が相当あるんだろうと思います。や

っぱり阿蘇あたりでは、ジオパークもそうで

すけれども、いわゆる住民の意識、それから

盛り上がり、それから保護の基準といいます

か、いろんなことを含めながらやっぱりやっ

ていく、そういったところの、ある意味地元

対策みたいなもの、いろんなソフトあたりを

相当やっていかないと、なかなかやっぱり実

現まで行くのは難しいのかなという感じがい

たしておりますので、その辺の進捗状況とい

いますか、県としての目標をちょっと聞かせ

てもらいたいと。 

 ３点目が、交通政策課です。 

 新幹線が全線開業いたしました。いよいよ

熊本も――162億ばかりお金を出しておりま

したけれども、新幹線のいろんな事業も残っ

ておりますけれども、いわゆる公共交通基盤

の整備というやつを今から考えておられると

いうふうに思いますが、特に豊肥線、災害に

遭いましたけれども、今不通区間があります

が、豊肥線の鉄道の何とか協議会が、もうあ

れして25年ぐらいになるのかな、熊本市、

県、それから菊陽、大津、そういった協議会

を持っておりまして、あそこを電化したため

に非常に好調だと思います。30分置きに出て

おりまして、非常に便利になりました。した

がって、ゆめタウンあたりも出てきました

し、相当の需要も、それからお金も早く返せ

たんじゃないかなというふうに思っておりま

すが、その後の立野と宮地間をどのように考

えておられるのかですね。 

 県も、いわゆる財政負担をしなくて済むよ

うになりましたので、もうそろそろいいのか

なという感じが私はしておるわけですが、県

としての姿勢をちょっと見させてもらいたい

なと。できれば、その辺は小林理事がある意

味詳しいかもしれないし――近々阿蘇の市町

村長さんとＪＲ九州の本社に行きたいという

ふうに思っておりますので、その辺を聞かせ

てほしいと。 

 以上、３点でございます。 

 

○古谷情報企画課長 情報企画課でございま

す。 

 まず、携帯電話の鉄塔の整備の話だと思い

ますけれども、現在、委員おっしゃったよう

に、経済危機対策で携帯鉄塔の整備というの

は大分進んでまいりまして、県下でも99.8％

が、大体整備は済んでいるという状況でござ

います。 

 今年度、水上村で整備をする計画がござい

まして、それについては予算が通っておりま

すので――これは県を経由して国から補助を

されるもので、大体補助については、100世

帯未満になりますと、２分の１補助というこ

とで補助が行われます。要望を毎年調査しま

すけれども、今回水上村から要望が出て整備

をするというような状況になっているところ
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でございます。 

 それから、難視対策ということで、これは

地デジ化が昨年の７月24日に行われましたけ

れども、これに伴いまして、現在、地デジ放

送移行対策というのが行われております。 

 実際に難視区域につきましては、暫定的に

衛星放送で東京のローカル番組を見られると

いうような状況が今ありますけれども、そう

いったところに対しての恒久対策というのを

今現在進めております。 

 これにつきましては、今年度末に完了する

ように、方向としては取り組まれておりまし

て、現在ですけれども、これは８月末の総通

局のほうの資料ですけれども、対策が303地

区、これは31市町村ですけれども、1,451世

帯がまだ恒久対策が行われていないというこ

とで、これに対して、現在取り組みを進める

ということになっております。 

 これについては、総通局のほうにも、また

しっかりと年度内、さらに先倒しをしてやっ

ていただくようにお願いしたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

 

○吉永文化・世界遺産推進室長 文化・世界

遺産推進室の吉永でございます。 

 世界遺産のことでございますけれども、本

県では、御承知のとおり、３つの候補資産が

上がっております。年代順に申し上げます

と、まず長崎・天草の世界遺産でございます

が、これにつきましては平成19年に暫定リス

ト入りをしております。そして、これまで隣

県資産も検討するようにという文化審議会の

示唆がありましたので、それに基づきまして

本県と天草市が精力的にアプローチをかけた

結果、本年６月に長崎の構成資産入りができ

まして、そして、本年７月の文化審議会に国

の候補として提案したのでございますが、残

念ながら富岡製糸場のほうに軍配が上がった

ということで、来年の推薦を目指して頑張っ

ております。 

 次に、九州・山口の近代化産業遺産群、こ

れも平成20年に暫定入りを果たしておりま

す。これにつきましては、文化財指定等をこ

れまで鋭意取り組んでまいりまして、現在、

来年の推薦を目指して、推薦書の案の作成に

取り組んでおるという状況でございます。 

 そして、阿蘇でございます。これにつきま

しては、平成20年に暫定入りを目指したので

ございますが、残念ながら、その一歩手前の

暫定の候補といいますカテゴリーⅠａという

ものに上げられたわけでございます。その際

に、文化審議会のほうからは、まず範囲がこ

れまでにないぐらい広大であるということか

ら、まずは国の文化財保護法による指定を目

指すようにという重い宿題が課せられており

ます。 

 ６つ構成資産がございますけれども、鋭意

今文化財の指定に取り組んでおりまして、文

化審議会の宿題のつけかえしを今取り組んで

おるところでございます。 

 そのうちの中心となります文化的景観とい

う文化財種別がございます。これにつきまし

ては、平成23年度から平成25年度に向けて、

現在調査事業をやっております。それができ

ましたら、平成26年度には国に対して文化的

景観の選定申し出を行い、もしよければ、最

短でいけば27年度ぐらいに選定されるのかな

ということを目指して、県及び７市町村、精

力的に取り組んでおるところでございます。 

 それから、意識醸成の問題でございます

が、前者の長崎と九州・山口につきましても

同様でございますが、特に阿蘇につきまして

は、７市町村同時に連携しながら、シンポジ

ウムの開催、それからバスツアー、それから

――23年度の決算の委員会ですので、昨年度

はそのシンポジウム、バスツアー、それから

チラシ、のぼりだとかを作成して、雰囲気醸

成に努めておるところでございます。 

 委員のほうから御懸念の地元の盛り上がり
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ということでございますが、先ほど申し上げ

ました23年度からの文化的景観の取り組みに

当たりましては、県、市が阿蘇の各市町村に

直接入りまして、地元懇談会等を催して雰囲

気の醸成に努めておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○小林交通政策・情報局長 交通政策・情報

局長でございます。 

 豊肥線についてでございますけれども、現

在、肥後大津までの間電化されまして、電化

の後、豊肥線沿線には住宅街も広がりまし

て、豊肥線本体が都市交通としっかり言える

ぐらいに成長してきているというふうに感じ

ております。 

 その肥後大津から先、宮地間ということで

ございますが、従前から電化またはそのスピ

ードアップについての地元の要望があるとい

うことは十分に承知しております。 

 これまでいろいろとその研究が長年の間行

われてまいりましたが、１つは、電化するだ

けではなくて、スイッチバックをどうするべ

きなのか、それを改善したときにどれぐらい

の事業費がかかるのか、まあかなりの多額で

あったというふうに認識しておりますけれど

も――ただ、この豊肥線の高速化、宮地まで

の高速化のみならず、大分までの横軸の時間

短縮というものは私どもも必要だというふう

に感じておりまして、この電化の研究もＪＲ

に対して呼びかけてまいりたいと思っており

ますし、電化によらない高速化というものも

手段として取り入れられないのか、短期的な

ものとしてですね。そういった研究について

も、してまいりたいと考えておるところでご

ざいまして、いずれにしましても、その大き

なテーマ、災害復興にも絡めまして、豊肥線

のパワーアップをどうするかというものは、

テーマとして取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 

○佐藤雅司委員 世界文化遺産については頑

張っていただきたいというふうに思いますけ

れども、特に市町村だけじゃなくて、各団体

にもしっかり周知徹底をしていただきたいと

思います。 

 といいますのは、あの景観の中に、もう本

当に目立つところに、ＪＡさんですけれど

も、ガソリンスタンドをつくられて、夜もこ

うこうと照らして、物すごくけばい色なんで

すね。そういったところも、やっぱり地元と

して横の連携がとれていないなといつも思う

とですたいね。だから、もっとそっと隅のほ

うに置いとくとか、少々不便であっても景観

にマッチするようなものを建てるとか、材質

はどうなのかとか、そういったことまで配慮

せんと、やっぱりただ便利になっていく、ま

た言うなら経済的な優先だけを考えていくよ

うな話だと、我々の宝、財産がなくなってし

まうよという話もしっかりしていかんといか

ぬなと思うとりますので、ぜひお願いしたい

と思います。 

 それから、豊肥線の電化については、もっ

といろんな方法はあると思うとですよね。お

金と暇がある人は、ゆっくりスイッチバック

を楽しみながら阿蘇に来るということも大事

でしょうけれども、やっぱり新幹線で熊本か

ら博多まで33分、１時間半も宮地までかかる

ようでは、それは本当に、金曜日に博多を出

発して九州の奥座敷に入るというのは、なか

なか無理があるなというふうに思っておりま

す。 

 以前、計算ばしたことはあるんですけれど

も、あそこへ橋をかけると270億、そのまま

にすると電化で60億――もういっちょ方法が

あっとですよ。あそこの、立野のスイッチバ

ックのところから、そのまま瀬田や大津にお

ろせば、トンネルがありますから、おろせば

簡単にできると、もっともっと安い金額でで

きるというふうに思っております。 

 そういったことも含めて、やっぱり――も
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ちろん今は駅を３つ、４つ飛ばしていく快速

も出ておりますけれども、やっぱり利便性が

高まらんと、そしてやっぱり公共交通網のし

っかりしたところをやっていかないと私はい

かぬと思っておりますので、そういうところ

も研究してほしいなというふうに思っており

ます。 

 ＪＲは、いつも行くと、勉強しとります、

これがもう定番でございまして、教育界の学

習指導要領に基づいてやっておりますという

話と一緒でございまして、何にも進展があり

ません。やっぱりしっかり県としても――多

額の財政負担をしております。しっかりやっ

ていただきたいということを県のほうからも

言っていただきたいというふうに要望してお

きます。 

 以上です。 

 

○重村栄委員 幾つか、ちょっと小さな質問

になるかもしれませんけれども、お聞きしま

す。 

 ５ページの計画調査費、水俣・芦北地域産

業振興と雇用創出事業というのがあります

が、具体的にどういう事業をされて、その結

果として雇用がどの程度創出できたのかが１

つですね。 

 それから、同じところの新幹線の絡みが、

２本事業がありますが、具体的にどういう事

業をされて、その効果としてどういうものが

出ているのか、その効果は所期の狙いどおり

の効果だったのかどうだったのか。 

 それから３点目が、11ページ、交通政策課

の計画調査費、並行在来線対策事業、どうい

う事業をどうされたのか。 

 それから、そこの同じところで阿蘇くまも

と空港直轄事業負担金ってあるんですけれど

も、県がかかわっている直轄事業というのは

どういう事業なのか、具体的に教えてくださ

い。 

 それからもう１つ、同じ交通政策課、11ペ

ージの一番下、有明海自動車航送船組合新船

建造支援事業、３億出してあります。出して

いただいたことはありがたいことなんです

が、これは有明航送船を継続させようという

ことで出してあるんですが、今も非常に厳し

い状態が続いております。この出された３億

円が無駄にならないように、今後どういうふ

うなことをされようとしているのか、何か具

体的な手だてを考えてあるのかどうか、あわ

せてお聞きします。 

 

○津森地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 まず、御質問をいただきました５ページの

水俣・芦北地域産業振興と雇用創出事業につ

いての御説明でございます。 

 この事業につきましては、主に――23年か

ら第５次水俣・芦北地域振興計画をつくらさ

せていただいておりまして、これに基づきま

して、１つ目の、１丁目の１番地の施策とし

まして、雇用の創造と産業の育成というもの

が柱になっております。 

 その中で、具体的な事業につきましては、

１つは、例えば地域の企業の活動を御支援さ

せていただくということで、例えば企業の展

示の商談会だとか、あと、例えば農建連携、

農商工連携ということで、農業分野に建設業

の方々に入っていただいてみたり、また地元

の物産を活用して新しい商品開発をしてみた

りということが１つの柱。もう一つは、雇用

自体をそのまま伸ばそうということで、これ

は３年間で200名という目標を掲げておりま

す。23年度につきましては、当初47名を目標

にさせていただいていたところでございます

が、49人を達成ということで、数値的には達

成させていただいているところでございま

す。 

 しかしながら、県下全域そうかもしれませ

んけれども、水俣・芦北地域、まだまだ雇用

情勢も厳しいところでございます。この事業
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を使いながら、しっかりと足元を固めながら

進めさせていただきたいというふうに考えて

おります。 

 ２つ目の新幹線の取り組みについてでござ

いますけれども、これは、新幹線の全線開業

効果を最大化させて県下全域に波及させるた

めの事業ということでございまして、例えば

熊本地域、そして、それぞれの各振興局自体

にそれぞれの地域本部をつくりまして、それ

ぞれ県内各地でのいろんな食と文化にちなん

だイベントをするというものでございます。 

 この中で生み出したキャラクターが、あの

くまモンでございまして、これがいろんな外

向けにも、熊本という認知度向上にも寄与し

ていただいていると思いますし、逆に、また

そのくまモンを通じて、地元の小学校、幼稚

園、いろんな方々のところに行って、くまモ

ン体操を踊ってみたり、その地元だったらこ

ういうふうなおいしいものがあるんだよとい

うのをわかりやすい言葉――言葉はしゃべれ

ないんですけれども、わかりやすい形でお示

しするという形にさせていただいています。 

 こういうことで、外に向けては熊本のＰ

Ｒ、そして内向けには熊本の子供たちに地元

の誇りみたいなのを植えると。実際、具体的

なその数値というのはなかなか反映しづらい

ところもありますけれども、そういった形で

いろんな雰囲気の醸成等をさせていただいて

いるのではないかなと。 

 今後、さらに新幹線の効果を継続し、また

波及させるために、いろんな施策というのを

展開していく必要があるというふうに思って

おります。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 まず、並行在来線対策支援事業でございま

すが、これにつきましては、県とおれんじ鉄

道の沿線市町村、それから、その市町村にお

ける観光・経済団体等をメンバーにしました

おれんじ鉄道の利用促進のための協議会をつ

くっておりまして、具体的には、この予算を

使いまして沿線内の方たちがより身近にその

生活の中で使っていただけるような利用促進

の事業、沿線の幼稚園の園児の方に乗っても

らったりとか、そういう事業が具体でござい

ます。 

 もう一つは、沿線外から水俣・芦北エリア

に足を運んでいただいて、このおれんじ鉄道

を使っていただけるような、少し日常じゃな

い、例えば夏場の海水浴のためのシャトルバ

スを御立岬公園の駅から海岸まで出したりと

か、そして利用促進につなげる。沿線外につ

きましては、現在では国外からもかなり利用

していただけるように会社のほうで取り組ん

でおります。 

 並行在来線の支援事業につきましては、大

体主なところはそういうところでございま

す。 

 それから、空港の直轄事業につきまして

は、これは阿蘇くまもと空港の滑走路の整備

を６年計画で今進めておりまして、その中で

の４年目でございます。今の期間の整備があ

と２カ年分、24年と25年と残っております。

その滑走路の整備、それから、滑走路の整備

に伴って、滑走路の灯火と言います、明かり

でございますが、それも一緒に整備をすると

いう事業でございまして、県は、直轄事業費

としまして総事業費の26％を負担していま

す。今決算でお示ししている金額が、この26

％相当ということでございます。 

 それから、有明フェリーでございますが、

これは長崎県と熊本県のほうで、長崎県側が

補助金、熊本県側が利子の補給というやり方

で支援をしております。 

 私どもとしましては、有明海のあのフェリ

ーの航路を――先ほど豊肥線で大分までの横

軸ということを御説明差し上げましたが、長

崎県の島原半島からも含めて九州の横軸のラ

インとしてあのラインを見ておりますので、
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例えば今、この９月から始めました新玉名駅

までの港からのシャトルバス、あのような取

り組みをどんどん加速させまして、地元と一

体となって地域振興、九州の中の州都を目指

す上での横軸としてしっかり位置づけて取り

組んでいきたいと。 

 振興局等もいろいろ考えておりますので、

私どもとしましては、市町村あるいは振興局

に対していろんな――現場まで足を運んで、

知恵出しをして、これからしっかり今のフェ

リー、新造船を生かした取り組みをしてまい

りたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○重村栄委員 ちょっと新幹線絡みの話は、

私は――非常に県下としてはプラス効果が期

待できるし、またそれを狙ってしてあるとい

う事実はわかりますが、個人的には、非常に

荒尾とか長洲とかいうのは、新幹線ができた

ことによって利便性が悪くなった地域でし

て、経済的負担もふえているんですよね、現

実的には。そういったプラス要因はあるんで

すけれども、マイナス要因も結構大きいとい

う認識をまず持っといてもらいたいなという

のがあります。 

 現実問題として、私が個人的に福岡に行く

としたら、今までは在来線の特急を使ってい

たんですね。これだと、我が家から大牟田駅

まで20分、さらに特急で行くと45分で、65分

で行けたんですね。これも20分に１本走って

いましたから、非常に利便性はよかったで

す。今はどうなるかというと、今は新玉名駅

まで約30分かかります。それから40分かかり

ます。１時間です。時間はほとんど変わらな

いんですよ。なおかつ、１時間に１本なんで

す。料金は倍ぐらいかかります。非常に経済

的負担もふえて、時間も余計かかると、利便

性は悪いという現実があります。 

 こういうことを考えると、新幹線そのもの

は否定しませんけれども、この効果をやっぱ

り県下全域に及ぼしてもらわないと、そうい

うふうに利便性が悪くなった地域があるとい

うことを意識してやってもらっとかないとい

けないんじゃないかなというふうに思います

ので、あえてそういう質問をさせていただき

ました。 

 それから、有明航送船の問題。今、中川課

長が最後におっしゃった横軸の問題ですね。

しっかりと長崎、熊本、大分という形で横の

つながりをつくっていかないと、せっかく

の、新造船したのが、もう本当に気泡になっ

てしまうという感じがしますので、これは交

通部局だけじゃなくて、経済部局を含めて、

観光面、そういったものを含めてしっかりと

した政策をしていかないと、この３億円が本

当にただ消えていくだけになると心配なの

で、そういった面で政策をしっかりと、部局

だけじゃなくて、広げてやっていただきたい

というふうに思います。言葉の中にも道州制

という話もちょっと出ましたけれども、そう

いったこともにらみながらしっかりとやって

いただきますようにお願いをしたいと思いま

す。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。 

 

○前田憲秀委員 県立劇場についてお尋ねを

したいんですけれども、６ページで、県立劇

場で使用料が見込みよりも多かったという数

字があります。これは何か専門的な数字のあ

らわし方がありますでしょうか。例えば７割

を見込んで８割使用料がありましたとか、そ

ういったのはいかがですか。 

 

○草野文化企画課長 昨年度といいますか、

ことし１月から３月まで休館しております。

それを見込んで、前年度より収入予算を見込

みました。そう思ったものの、駆け込みのい

ろんな催しとか、そういうものがございまし

て、内訳で1,032万ほどありますが、設備使
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用料、県立劇場の設備を使用する料金、これ

が610万ほど、それと県立劇場の駐車場、こ

れが約400万ございます。大体こういう内容

が予算現額に対してふえた内容でございま

す。 

 

○前田憲秀委員 ３カ月間休館を見込んで、

それだけふえたということは非常にいいこと

だと思います。 

 それに関連して、最初部長のほうからも駐

車場の、昨年の指摘での渋滞対策というお話

があったんですけれども、結論から言うと、

公共交通機関を使ってくださいということに

聞こえたんですが、やっぱりそのようにしか

できないんですかね。どうですか。 

 

○草野文化企画課長 駐車場の面積がどうし

ても限られているものですから、基本的には

公共交通機関で来ていただきたいと思ってお

ります。 

 ただ、劇場に複数の催しが、例えばコンサ

ートホールや演劇ホールがあるときは、やは

り駐車場が満杯になります。そういうとき

は、それを見込みまして、今年度から、通常

南側通用門と言っておりますが、そこの通用

門を、誘導員を配置して出庫時の渋滞解消に

向けた取り組みをやっております。11回配置

をしまして、裏門からの出庫車の平均は57台

でございまして、比率としては約22％、５台

に１台ほど、駐車場からの出庫に関する渋滞

に一定の効果はあったものと思っておりま

す。 

 

○前田憲秀委員 裏門の開放ということは、

やはり今のように前払い制じゃないとできな

いという形ですよね。特に、ほんの一瞬なん

ですけれども、興行前に物すごくやっぱり入

庫が集中するというのは多々感じます。です

から、例えば、南側から入る車の時差式の矢

印をつけるだとか、もちろん後払い制にし

て、入るのはどんどん入れるだとか、いろん

な検討もぜひもう一回必要なんじゃないのか

なという気もします。 

 それと、県立劇場側からも１回お聞きした

ことがありますけれども、主催者側の要望で

帰りの臨時バスを頼まれるということがよく

あるそうなんですけれども、その臨時バス

も、採算に合わないぐらいの乗降、乗る人は

それぐらいだそうなんです。ですから、そこ

ら辺も含めていろいろ対策をしっかり検討し

ていただきたい。ほんの限られた時間だとは

思うんですけれども、最初に入ろうとして入

れなくておくれたというのは、非常にやっぱ

り利用する側からもあんまりよくないことじ

ゃないのかなと思いますので、そこも含めて

しっかり検討もしていただきたいというよう

に思います。要望しておきます。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。 

 

○佐藤雅司委員 この監査結果の公表事項に

ついてお尋ねいたします。 

 こうやって、債務負担行為とか支出負担行

為とか、契約書類あたりを全部なくしたとい

うことですが、どうやって決算書が、まあ帳

簿があったけんできたっだろうと思います

が、その後どぎゃんされたのかなて、素朴な

疑問です。 

 

○古谷情報企画課長 これにつきましては、

支出負担行為書について決裁を行おうとした

ところで、それが実際会計課の決裁に回し

て、それが返ってきていないということで紛

失というのがわかったわけですけれども、そ

れについては、契約の相手方に事情を説明し

まして、再度契約書の写しをいただくという

ことで、それを持ってまた――財務関係の中

に、債務負担行為を起こしてありますので、

支出負担行為書の印刷をして、そして再度決

裁をとって会計課のほうと協議しまして、そ
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れで決裁いただいて、年度内に支出について

は行ったという状況でございます。 

 

○佐藤雅司委員 余分な仕事でしたね。 

 

○古谷情報企画課長 はい。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。 

 

○浦田祐三子委員 ３ページのくまもとの夢

４カ年戦略推進事業に関してお尋ねをしたい

んですけれども、この内容が、有識者からの

意見を聴取するために県内関係団体の代表者

17名で構成するくまもとの夢４カ年戦略推進

委員会を開催されていらっしゃるということ

で、ここに２回開催されているということな

んですけれども、内容を教えていただけます

か。 

 

○坂本企画課長 企画課です。 

 県庁の政策評価というのは、ＰＤＣＡサイ

クルということで、プラン・ドゥー・チェッ

クという形でやっています。そのチェック機

能を持っているのが、４カ年戦略の推進委員

会というものです。 

 現在、今年度からは新４カ年戦略になりま

したので、また新たに４カ年戦略委員会とい

うのを立ち上げましたが、前４カ年戦略のと

きに４カ年戦略推進委員会という組織があり

まして、そこで毎年の政策評価をチェックし

ていただいて、次につながるような御意見を

いただいてきたというようなことでございま

す。 

 

○浦田祐三子委員 これは予算が大体200万

近くついているんですけれども、この内訳と

いうか、２回開催するのにこれだけの経費が

かかるということですか。 

 

○坂本企画課長 委員さんの旅費、報酬以外

には、成果を報告しますパンフレット、印刷

物がございます。４カ年戦略の推進状況に関

するパンフレットを毎年出しています。 

 

○浦田祐三子委員 それで、全体でそういう

形になるということですか。 

 

○坂本企画課長 はい。 

 

○浦田祐三子委員 わかりました。何かちょ

っと誤解をしてしまいましたので。 

 以上です。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

――なければ、これで企画振興部の審査を終

了いたします。 

 次回、第６回委員会は、10月29日月曜日午

前10時に開会し、午前に企業局と病院局、午

後から教育委員会の審査を行うこととしてお

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。御苦労さまでございました。 

  午後２時46分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  決算特別委員会委員長 

 


